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は
じ
め
に

中
国
の
歴
代
王
朝
は
戸
籍
に
よ
っ
て
把
握
し
た
民
衆
か
ら
租
税
や
労
働
力
を
徴
発
す
る
こ
と
で
王
朝
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、

税
制
と
徭
役
兵
役
制
度
の
解
明
は
そ
の
王
朝
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
古
代
帝
国
に
つ
い
て
言
え
ば
、
秦
の
徭
役
兵
役

制
度
は
最
近
の
出
土
文
字
史
料
の
増
加
に
よ
り
そ
の
解
明
が
飛
躍
的
に
進
ん
だ①

の
に
対
し
て
、
漢
代
の
そ
れ
は
、
停
滞
し
た
ま
ま
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。『
漢
書
』
食
貨
志
所
載
の
董
仲
舒
上
言
と
『
続
漢
書
』
百
官
志
五
亭
里
条
劉
昭
注
所
引
の
応
劭
『
漢
官
儀②

』（
以
下

「
基
本
二
史
料
」
と
い
う
。
全
文
は
第
二
章
末
参
照
）
以
外
に
、
漢
代
の
徭
役
兵
役
制
度
解
明
の
手
掛
か
り
と
な
る
史
料
が
殆
ど
無
い
た
め
で
あ

る
。漢
代
の
徭
役
兵
役
制
度
を
解
明
し
よ
う
と
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
行
研
究
が
こ
の
基
本
二
史
料
に
対
し
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
き
た
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、制
度
理
解
の
鍵
と
な
る
部
分
、す
な
わ
ち
董
仲
舒
上
言
の
「
又
加
月
為
更
卒
已
復
為
正
一
歳
屯
戍
一
歳
力
役
三
十

倍
於
古
」
と
『
漢
官
儀
』
の
「
民
年
二
十
三
為
正
一
歳
以
為
衛
士
一
歳
為
材
官
騎
士
習
射
御
騎
馳
戦
陣
」
に
つ
い
て
未
だ
句
読
さ
え
定

説
を
見
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
基
本
二
史
料
の
解
釈
は
ほ
ぼ
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
上
蕪
雑
な
再
解
釈
を
重
ね
る
こ
と

に
積
極
的
意
義
を
見
出
し
難
い
と
い
う
意
見
さ
え
あ
る
（
髙
村
武
幸
二
〇
〇
四
）。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
二
史
料
の
句
読
の
仕
方
に
よ
っ

て
漢
代
徭
役
兵
役
制
度
の
理
解
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、『
漢
官
儀
』
を
「
民
年
二
十
三
為
正
、
一
歳
以
為
衛
士
、
一
歳
為

材
官
騎
士
」
と
句
読
す
れ
ば
衛
士
と
材
官
・
騎
士
は
正
と
な
っ
た
者
の
果
た
す
べ
き
兵
役
義
務
と
理
解
さ
れ
る
が
、「
民
年
二
十
三
、
為
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正
一
歳
、
以
為
衛
士
一
歳
、
為
材
官
騎
士
…
…
」
と
句
読
す
れ
ば
正
は
衛
士
お
よ
び
材
官
・
騎
士
と
は
別
の
兵
役
義
務
と
理
解
さ
れ
る

こ
と
に
な
る③

。

実
の
と
こ
ろ
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
基
本
二
史
料
の
句
読
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
そ
う
多
く
な
く
、
そ
の
場
合
も
論

者
の
主
観
だ
っ
た
り
す
る
。
そ
の
せ
い
で
議
論
が
あ
る
意
味
水
掛
け
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
定
説
を
見
な
い
大
き
な
原

因
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
当
該
部
分
に
見
え
る
語
句
の
理
解
が
論
者
に
よ
っ
て
異
な
り
、
論
者
が
各
自
の
理
解
に
基
づ
い
て
当
該

部
分
を
句
読
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
、
当
該
部
分
の
句
読
に
定
説
を
見
な
い
一
因
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
如
上
の
陥
穽
を
避
け
る
た
め
、
基
本
二
史
料
を
対
句
的
表
現
と
い
う
形
式
面
か
ら
分
析
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で

は
句
読
の
妥
当
性
を
判
断
で
き
な
い
た
め
、
基
本
二
史
料
に
含
ま
れ
る
用
語
の
う
ち
そ
の
解
釈
を
確
定
で
き
る
語
を
用
い
る
こ
と
で
句

読
を
確
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
基
本
二
史
料
以
外
の
史
料
に
よ
っ
て
材
官
・
騎
士
・
楼
船
と
正
の
実
態
を
考
察
し
、
そ
の
考
察
結
果
を

以
て
本
稿
で
確
定
し
た
句
読
の
当
否
を
確
認
す
る
。

一　

先
行
研
究
の
句
読
と
そ
の
根
拠

ま
ず
、
基
本
二
史
料
に
対
す
る
先
行
研
究
の
句
読
を
整
理
し
よ
う
。
そ
の
際
、
句
読
の
根
拠
が
説
明
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
も
併
せ
て

示
し
、
そ
の
根
拠
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
私
見
も
示
す
。

（
一
）
董
仲
舒
上
言

Ⓐ
「
又
加
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
、
一
歳
屯
戍
、
一
歳
力
役
、
三
十
倍
於
古
。」
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こ
の
句
読
を
採
る
の
は
、
吉
田
虎
雄
一
九
四
二
、
西
田
太
一
郎
一
九
五
〇
、
韓
連
琪
一
九
五
六
、
米
田
賢
次
郎
一
九
五
七
、
西
村
元

佑
一
九
五
八
、
越
智
重
明
一
九
七
六
、
渡
辺
信
一
郎
一
九
九
二
、
山
田
勝
芳
一
九
九
三
、
張
金
光
二
〇
〇
四
、
楊
振
紅
二
〇
一
〇
、
王

彦
輝
二
〇
一
五
、
宮
宅
潔
二
〇
一
八
な
ど
で
、
句
読
に
関
し
て
何
ら
か
の
言
及
が
あ
る
の
は
以
下
の
論
者
で
あ
る
。

吉
田
は
、
宋
・
銭
文
子
『
補
漢
兵
志④

』
の
理
解
に
従
う
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
説
明
が
無
い
。

西
田
は
、
董
仲
舒
の
文
に
は
対
句
や
四
字
句
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
、「
又
加
」
で
前
文
と
連
結
し
、

そ
の
後
は
四
字
句
が
並
ん
で
「
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
、
一
歳
屯
戍
、
一
歳
力
役
」
と
い
い
、
こ
れ
を
「
三
十
倍
於
古
」
で
結
ぶ
、
と

説
明
す
る
。
董
仲
舒
上
言
が
対
句
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
の
通
り
だ
が
、
四
字
句
が
並
ぶ
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
西
田
の
解
釈

に
過
ぎ
な
い
。

越
智
は
、
董
仲
舒
上
言
全
体
が
ａ
ｂ
ｃ‘
ｃ‘

ｂ‘

ａ
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
て
、
当
該
部
分
は‘

ｂ
に
当
た
り
、‘

ｂ
内
部
も
ま
た
㋐

㋑
㋒
㋓
と
い
う
構
成
の
㋐
が
㋒
に
㋑
が
㋓
に
掛
か
る
形
に
な
る
の
で
、「
月
為
更
卒
」
は
「
一
歳
力
役
」
に
掛
か
り
、「
已
復
為
正
」
は

「
一
歳
屯
戍
」
に
掛
か
る
と
す
る
。
各
部
分
の
掛
か
り
方
に
つ
い
て
の
説
明
は
あ
る
も
の
の
、句
読
そ
の
も
の
の
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い

な
い
。

張
金
光
は
、
正
卒
は
材
官
・
騎
士
の
み
で
屯
戍
を
含
ま
な
い
と
す
る
浜
口
説
（
句
読
Ⓑ
）
は
秦
漢
の
制
度
に
合
致
し
な
い
と
し
て
句
読

Ⓐ
を
採
る
が
、
正
卒
は
屯
戍
も
含
む
と
い
う
の
は
張
金
光
の
理
解
に
過
ぎ
な
い
。

楊
振
紅
は
、
正
は
傅
籍
さ
れ
て
い
る
丁
男
身
分
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
、
董
仲
舒
上
言
を
「
為
正
一
歳
」
と
句
読
し
て
正
を
一
年
間

就
役
す
る
正
卒
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
、
董
仲
舒
上
言
は
「
為
正
、
一
歳
」
と
句
読
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
正
が
傅

籍
さ
れ
た
丁
男
身
分
を
指
す
と
い
う
の
は
楊
振
紅
の
理
解
で
、
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
句
読
し
て
い
る
。

宮
宅
は
、
董
仲
舒
上
言
の
句
読
が
「
屯
戍
一
歳
」
で
も
「
一
歳
屯
戍
」
で
も
屯
戍
が
一
年
間
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
が
、
秦
代
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の
兵
役
は
毎
年
一
ヵ
月
で
あ
っ
て
一
年
間
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
董
仲
舒
上
言
の
当
該
部
分
は
、「
一
年
あ
た
り
の
屯
戍
、
一
年
あ
た
り

の
力
役
は
、
古
え
の
三
〇
倍
に
な
っ
て
い
る
」
と
読
む
顔
師
古
の
理
解
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
。
董
仲
舒
は
当
該
部
分
を
秦
制
と
し
て

述
べ
て
い
る
が
、
宮
宅
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
漢
興
、
循
而
未
改
」
と
い
う
認
識
の
下
に
董
仲
舒
が
語
る
徴
兵
制
度
の
沿
革
は
信

憑
性
に
欠
け
る
。
董
仲
舒
に
限
ら
ず
、
漢
制
が
秦
制
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
の
は
漢
人
の
基
本
的
な
認
識
で
、「
漢
興
、
因
秦
制
度
」

（『
漢
書
』
巻
二
八
上
地
理
志
上
）
の
よ
う
な
記
載
は
枚
挙
に
遑
が
無
い
一
方
で
、
秦
制
に
対
す
る
漢
人
の
認
識
は
実
の
と
こ
ろ
正
確
で
は
な

い⑤

。
董
仲
舒
上
言
の
当
該
部
分
は
、
屯
戍
を
一
年
間
と
す
る
こ
と
や
塩
鉄
の
利
へ
の
言
及
が
明
確
に
示
す
よ
う
に
実
際
は
漢
制
の
記
述

で
あ
る
が
、
漢
制
は
秦
制
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
認
識
の
下
、
秦
制
を
述
べ
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る⑥

。

董
仲
舒
上
言
が
漢
代
の
制
度
を
述
べ
て
い
る
な
ら
ば
、
屯
戍
を
一
年
間
と
考
え
て
も
問
題
は
無
く
、
そ
の
場
合
、
顔
師
古
説
の
出
て
く

る
余
地
は
無
い
。

Ⓑ
「
又
加
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
一
歳
、
屯
戍
一
歳
、
力
役
三
十
倍
於
古
。」

こ
の
句
読
を
採
る
の
は
、
浜
口
重
国
一
九
三
四
、
労
榦
一
九
四
八
、
藤
枝
晃
一
九
五
五
、
伊
藤
徳
男
一
九
五
九
、
于
豪
亮
・
李
均
明

一
九
八
一
、
銭
釗
夫
一
九
八
二
、
王
毓
銓
一
九
八
二
、
重
近
啓
樹
一
九
八
六
、
陳
偉
二
〇
一
〇
、
孫
聞
博
二
〇
一
五
な
ど
で
、
句
読
に

関
し
て
何
ら
か
の
言
及
が
あ
る
の
は
以
下
の
論
者
で
あ
る
。

浜
口
は
、『
漢
官
儀
』
の
句
読
を
検
討
し
た
上
で
、『
漢
官
儀
』
の
読
み
に
合
致
す
る
の
は
句
読
Ⓐ
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
句
読
す
る
と

「
一
歳
力
役
」
の
「
一
歳
」
が
全
然
蛇
足
化
す
る
と
述
べ
、本
節
は
寧
ろ
そ
の
読
み
方
の
自
然
さ
に
従
っ
て
句
読
Ⓑ
で
読
む
べ
き
で
あ
る

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
読
み
方
の
自
然
さ
は
主
観
的
な
判
断
に
過
ぎ
な
い
。

労
榦
は
、
句
読
Ⓐ
で
読
む
と
「
屯
戍
」
が
正
卒
と
さ
れ
「
力
役
」
が
正
卒
の
車
騎
・
材
官
と
な
る
が
、
そ
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
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と
し
、「
比
較
晴
朗
些
」
で
あ
る
浜
口
説
の
読
み
方
に
従
っ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
労
榦
の
考
え

で
あ
る
し
、
浜
口
説
の
読
み
方
に
つ
い
て
「
比
較
晴
朗
些
」
と
い
う
の
も
主
観
的
な
判
断
に
過
ぎ
な
い
。

藤
枝
は
、「
三
十
倍
於
古
」
は
後
の
「
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
」
に
対
応
す
る
句
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
上
の
「
力
役
」
を
主

語
に
し
な
け
れ
ば
文
章
の
落
ち
着
き
が
悪
い
と
す
る
。「
力
役
三
十
倍
於
古
」
と
「
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
」
と
が
対
句
に
な

る
こ
と
は
、
銭
釗
夫
・
王
毓
銓
・
重
近
も
指
摘
す
る
。「
三
十
倍
於
古
」
が
「
二
十
倍
於
古
」
に
対
応
す
る
と
い
う
指
摘
は
妥
当
で
あ
る

が
、
顔
師
古
の
理
解
の
よ
う
に
「
一
歳
屯
戍
、
一
歳
力
役
」
を
「
三
十
倍
於
古
」
の
主
語
と
見
な
せ
ば
「
一
歳
屯
戍
一
歳
力
役
三
十
倍

於
古
」
と
な
り
、
こ
れ
と
「
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
」
を
対
句
的
表
現
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
形
式
上
は
可
能
な
の
で
、

対
句
的
表
現
と
い
う
点
か
ら
句
読
Ⓐ
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

伊
藤
は
、
董
仲
舒
上
言
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
諸
説
中
、
浜
口
説
が
最
も
ま
さ
っ
て
い
る
と
す
る
が
、
そ
う
判
断
す
る
理
由
は
説

明
さ
れ
て
い
な
い
。

王
毓
銓
は
対
句
の
指
摘
の
他
に
、
秦
漢
時
代
は
更
卒
が
復
除
さ
れ
た
あ
と
正
と
な
る
制
度
は
無
い
し
、「
一
歳
力
役
」
の
法
も
無
い
と

す
る
が
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
王
毓
銓
の
理
解
に
過
ぎ
な
い
。

重
近
は
対
句
の
指
摘
の
他
に
、
力
役
は
徭
役
の
語
と
同
様
に
広
く
労
働
奉
仕
（
労
役
）・
戍
辺
・
兵
役
等
の
内
容
を
含
ん
で
用
い
ら
れ

る
語
な
の
で
「
一
歳
力
役
」
と
い
う
表
現
は
不
自
然
さ
を
免
れ
ず
、
こ
の
文
の
「
力
役
」
も
そ
の
前
の
「
更
卒
」「
正
」「
屯
戍
」
等
の

兵
役
の
総
称
と
見
る
べ
き
で
、
そ
れ
故
、「
力
役
三
十
倍
於
古
」
と
句
読
す
る
の
が
良
い
と
す
る
。
後
述
の
よ
う
に
、「
力
役
」
と
い
う

語
に
対
す
る
こ
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
。

陳
偉
は
、
董
仲
舒
上
言
と
『
漢
紀
』
巻
一
三
孝
武
皇
帝
紀
四
元
狩
四
年
条
の
記
事
「
又
加
月
爲
更
卒
、
征
衛
屯
戍
一
歲
、
力
役
三
十

倍
于
古
」
と
を
対
比
し
、『
漢
紀
』
の
「
征
衛
屯
戍
一
歲
」
は
董
仲
舒
上
言
「
已
復
為
正
一
歳
、
屯
戍
一
歳
」
の
前
の
「
一
歳
」
を
省
略
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し
た
表
現
な
の
で
、
董
仲
舒
上
言
は
句
読
Ⓑ
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。
傾
聴
に
値
す
る
説
で
あ
る
。

（
二
）『
漢
官
儀
』

ⓐ
「
民
年
二
十
三
為
正
、
一
歳
以
為
衛
士
、
一
歳
為
材
官
・
騎
士
、
習
射
御
騎
馳
戦
陣
。」

こ
の
句
読
を
採
る
の
は
、浜
口
重
国
一
九
三
四
、吉
田
虎
雄
一
九
四
二
、労
榦
一
九
四
八
、藤
枝
晃
一
九
五
五
、西
田
太
一
郎
一
九
五
五
、

韓
連
琪
一
九
五
六
、
米
田
賢
次
郎
一
九
五
七
、
西
村
元
佑
一
九
五
八
、
越
智
重
明
一
九
七
六
、
于
豪
亮
・
李
均
明
一
九
八
一
、
銭
釗
夫

一
九
八
二
、
王
毓
銓
一
九
八
二
、
籾
山
明
一
九
八
六
、
山
田
勝
芳
一
九
九
三
、
渡
辺
信
一
郎
二
〇
〇
一
、
張
金
光
二
〇
〇
四
、
楊
振
紅

二
〇
一
〇
、
陳
偉
二
〇
一
〇
、
孫
聞
博
二
〇
一
五
、
王
彦
輝
二
〇
一
五
、
宮
宅
潔
二
〇
一
八
な
ど
で
、
句
読
に
関
し
て
何
ら
か
の
言
及

が
あ
る
の
は
以
下
の
論
者
で
あ
る
。

浜
口
は
、『
漢
官
儀
』
冒
頭
の
「
民
年
二
十
三
為
正
」
と
後
の
「
年
五
十
六
老
衰
」
と
を
対
応
さ
せ
、
こ
の
対
応
を
起
点
に
他
の
部
分

の
句
読
を
決
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
民
年
二
十
三
為
正
」
と
「
年
五
十
六
老
衰
」
を
対
応
さ
せ
る
理
解
は
如
淳
に
拠
る
と
思
わ
れ
る

が
、
如
淳
の
理
解
に
は
後
述
の
よ
う
に
問
題
が
あ
る
。

吉
田
は
、
董
仲
舒
上
言
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
『
補
漢
兵
志
』
の
理
解
に
拠
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
説
明
が
無
い
。

西
田
は
、『
漢
官
儀
』
な
ら
句
読
ⓐ
で
も
句
読
ⓑ
で
も
読
め
る
が
、『
漢
儀
注
』
の
文
な
ら
ば
「
民
年
二
十
三
為
正
、
一
歳
為
衛
士
、

一
歳
為
材
官
騎
士
」
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
と
す
る
。『
漢
官
儀
』
で
は
「
為
衛
士
」
の
前
に
「
而
以
／
以
」
と
い
う
語
が
存
在
す
る
の

に
対
し
、『
漢
儀
注
』
に
は
そ
れ
が
無
い
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
な
の
だ
ろ
う
が
、『
漢
儀
注
』
を
句
読
ⓑ
の
よ
う
に
「
民
年
二
十
三
、

為
正
一
歳
、
為
衛
士
一
歳
、
為
材
官
騎
士
…
…
」
と
句
読
し
て
も
特
に
問
題
は
生
じ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

韓
連
琪
は
、
浜
口
や
労
榦
に
よ
る
董
仲
舒
上
言
の
句
読
（
句
読
Ⓑ
）
に
準
じ
れ
ば
、『
漢
官
儀
』
は
句
読
ⓑ
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
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「
為
正
一
歳
」「
以
為
衛
士
一
歳
」
の
後
ろ
に
さ
ら
に
「
為
材
官
・
騎
士
習
射
御
騎
馳
戦
陣
」
が
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
正
卒
は

一
年
間
を
都
の
衛
士
ま
た
は
辺
境
の
戍
卒
と
し
て
、
さ
ら
に
一
年
間
を
材
官
・
騎
士
と
し
て
務
め
る
者
な
の
で
、
正
と
衛
士
が
並
列
さ

れ
る
句
読
ⓑ
で
は
文
意
が
通
じ
な
い
。
ま
た
、「
習
射
御
騎
馳
戦
陣
」
は
衛
士
と
材
官
・
騎
士
の
両
方
を
承
け
て
い
る
が
、
句
読
ⓑ
で
は

材
官
・
騎
士
だ
け
が
「
習
射
御
騎
馳
戦
陣
」
の
対
象
と
な
り
、
衛
士
は
そ
の
対
象
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
故
に
、
句
読
ⓑ
は
妥
当
で
な

い
と
す
る
。
こ
の
議
論
で
は
、
正
卒
は
都
の
衛
士
ま
た
は
辺
境
の
戍
卒
と
し
て
一
年
間
、
さ
ら
に
材
官
・
騎
士
と
し
て
一
年
間
務
め
る

と
い
う
『
補
漢
兵
志
』
の
理
解
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
な
ぜ
『
補
漢
兵
志
』
の
理
解
が
妥
当
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
説
明

が
無
い
。

越
智
は
、
こ
の
記
事
は
、
二
三
歳
で
正
と
為
っ
た
民
が
五
六
歳
で
初
め
て
老
衰
と
し
て
そ
れ
を
免
ぜ
ら
れ
、
再
び
民
と
な
っ
て
田
に

就
く
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
る
が
、「
民
年
二
十
三
為
正
」
と
「
年
五
十
六
老
衰
」
を
対
応
さ
せ
る
解
釈
に
は
先
述
の
よ
う
に

問
題
が
あ
る
。

張
金
光
は
、
句
読
ⓑ
だ
と
衛
士
が
正
に
含
ま
れ
な
い
し
、
正
と
材
官
・
騎
士
と
が
無
関
係
に
な
る
の
で
、
当
時
の
制
度
に
合
致
し
な

い
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
当
時
の
制
度
は
張
金
光
の
理
解
に
過
ぎ
な
い
。

楊
振
紅
は
、
自
身
の
董
仲
舒
上
言
の
句
読
（
句
読
Ⓐ
）
に
対
応
さ
せ
て
い
る
が
、
楊
振
紅
の
句
読
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
上
述
の
通
り

で
あ
る
。

ⓑ
「
民
年
二
十
三
、
為
正
一
歳
、
以
為
衛
士
一
歳
、
為
材
官
・
騎
士
習
射
御
騎
馳
戦
陣
。」

こ
の
句
読
を
採
る
の
は
、
大
庭
脩
一
九
五
二
、
重
近
啓
樹
一
九
八
六
で
あ
る
。

大
庭
は
、
句
読
ⓐ
で
は
衛
士
と
材
官
・
騎
士
が
正
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
材
官
は
正
卒
に
は
含
ま
れ
な
い
の
で
句
読
ⓐ
は
妥
当
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で
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
材
官
が
正
卒
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
の
は
大
庭
の
理
解
に
過
ぎ
な
い⑦

。

重
近
は
、
句
読
ⓑ
が
自
身
の
董
仲
舒
上
言
の
句
読
（
句
読
Ⓑ
）
に
対
応
す
る
と
し
た
上
で
、「
為
材
官
騎
士
、
習
射
御
騎
馳
戦
陣
」
は

後
の
「
水
家
為
楼
船
、亦
習
戦
射
行
船
」
と
対
句
に
な
る
の
で
句
読
ⓑ
が
妥
当
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
対
句
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
。

ⓒ
「
民
年
二
十
三
為
正
一
歳
、
以
為
衛
士
。
一
歳
、
為
材
官
・
騎
士
。
習
射
御
騎
馳
戦
陣
。」

こ
の
句
読
を
採
る
の
は
伊
藤
徳
男
一
九
五
九
で
あ
る
。
伊
藤
は
、
漢
初
の
徭
役
を
衛
士
・
材
官
・
騎
士
・
楼
船
の
四
種
と
す
れ
ば
、

董
仲
舒
上
言
の
「
為
正
一
歳
」
は
衛
士
お
よ
び
材
官
・
騎
士
・
楼
船
な
ど
の
兵
役
に
相
当
す
る
の
で
、『
漢
官
儀
』
の
「
一
歳
、
為
材
官

騎
士
」
の
「
一
歳
」
は
「
為
正
一
歳
」
と
同
義
の
省
文
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、「
為
正
一
歳
」
が
材
官
・
騎

士
な
ど
に
相
当
す
る
と
い
う
の
は
伊
藤
の
理
解
に
過
ぎ
な
い
。

ⓓ
「
民
年
二
十
三
為
正
一
歳
、
以
為
衛
士
一
歳
、
為
材
官
・
騎
士
、
習
射
御
騎
馳
戦
陣
。」

こ
の
句
読
を
採
る
の
は
志
野
敏
夫
一
九
九
五
で
あ
る
。
志
野
は
、
皇
帝
側
近
に
仕
え
る
者
が
何
ら
訓
練
を
施
さ
れ
ず
に
い
き
な
り
上

番
し
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
正
卒
と
し
て
一
年
間
訓
練
を
受
け
た
も
の
の
中
か
ら
衛
士
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
と
し
た
上
で
、『
漢
官

儀
』
の
当
該
部
分
を
「
民
は
年
二
十
三
に
し
て
正
と
為
る
こ
と
一
歳
、
衛
士
と
為
る
こ
と
一
歳
な
る
も
の
を
以
て
、
材
官
・
騎
士
と
為

し
、
射
御
・
騎
馳
・
戦
陣
を
習
わ
し
む
」
と
訓
読
す
る
。
傍
線
部
の
理
解
が
ⓑ
と
の
相
違
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
訓
練
云
々
は

志
野
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
し
、
百
歩
譲
っ
て
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
こ
と
は
「
為
正
一
歳
、
以
為
衛
士
」
と
句
読
す
る
根
拠
に
は

な
っ
て
も
、「
衛
士
と
為
る
こ
と
一
歳
な
る
も
の
を
以
て
、
材
官
・
騎
士
と
為
し
」
と
訓
読
す
る
根
拠
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
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以
上
に
整
理
し
た
よ
う
に
、
基
本
二
史
料
を
句
読
す
る
際
に
そ
の
根
拠
を
明
示
す
る
先
行
研
究
は
そ
う
多
く
な
く
、
根
拠
が
示
さ
れ

て
い
る
場
合
も
論
者
の
主
観
的
な
判
断
だ
っ
た
り
、『
補
漢
兵
志
』
や
論
者
自
身
の
理
解
が
前
提
と
な
り
そ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
句
読
し

て
い
る
場
合
が
殆
ど
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
示
さ
れ
た
根
拠
の
う
ち
で
は
、
陳
偉
二
〇
一
〇
が
指
摘
す
る
『
漢
紀
』
と
の
対
比
と
対
句

と
い
う
指
摘
が
有
効
な
視
点
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
董
仲
舒
上
言
に
対
す
る
顔
師
古
の
理
解
と
『
漢
官
儀
』
に
対
す
る
如
淳
の
理
解

上
掲
の
董
仲
舒
上
言
句
読
Ⓐ
と
『
漢
官
儀
』
句
読
ⓐ
は
そ
れ
ぞ
れ
顔
師
古
と
如
淳
の
理
解
に
拠
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
幾
つ
か
の
先

行
研
究
が
依
拠
し
て
い
る
『
補
漢
兵
志
』
も
そ
の
理
解
に
拠
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
人
の
理
解
に
つ
い
て
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た

い
。顔

師
古
は
董
仲
舒
上
言
の
「
…
…
三
十
倍
於
古
」
に
次
の
よ
う
な
注
を
つ
け
て
い
る
。

更
卒
謂
給
郡
県
一
月
而
更
者
也
。
正
卒
謂
給
中
都
官
者
也
。
率
計
今
人
一
歳
之
中
、
屯
戍
及
力
役
之
事
三
十
倍
多
於
古
也
。

更
卒
は
郡
県
に
給
す
る
こ
と
一
月
に
し
て
更
る
者
を
謂
う
な
り
。正
卒
は
中
都
官
に
給
す
る
者
を
謂
う
な
り
。率
計
す
る
に
今　

人　

一
歳
の
中
、
屯
戍
及
び
力
役
の
事
古
よ
り
三
十
倍
多
き
な
り
。

「
三
十
倍
多
於
古
」
の
主
語
が
「
屯
戍
及
力
役
之
事
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
顔
師
古
は
董
仲
舒
上
言
の
「
一
歳
屯
戍
、
一
歳
力
役
」
を

「
三
十
倍
於
古
」
の
主
語
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
三
十
倍
多
於
古
」
の
主
語
を
「
屯
戍
及
力
役
之

事
」
と
考
え
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
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一
方
、
如
淳
の
理
解
は
、『
漢
書
』
巻
一
上
高
帝
紀
上
二
年
条
「
五
月
、
漢
王
屯
滎
陽
、
蕭
何
発
関
中
老
弱
未
傅
者
悉
詣
軍
」
に
附
せ

ら
れ
た
如
淳
注
か
ら
読
み
取
れ
る
。

律
、
年
二
十
三
傅
之
疇
官
、
各
従
其
父
疇
学
之
、
高
不
滿
六
尺
二
寸
以
下
為
罷
癃
。
漢
儀
注
云
「
民
年
二
十
三
為
正
、
一
歳
為
衛
士
、

一
歳
為
材
官
騎
士
、
習
射
御
騎
馳
戦
陳
。」
又
曰
「
年
五
十
六
衰
老
、
乃
得
免
為
庶
民
、
就
田
里
。」
今
老
弱
未
嘗
傅
者
皆
発
之
。
未

二
十
三
為
弱
、
過
五
十
六
為
老
。

律
、
年
二
十
三
に
し
て
之
を
疇
官
に
傅
し
、
各
お
の
其
の
父
の
疇
に
従
い
て
之
を
学
ば
し
む
、
高
さ
六
尺
二
寸
に
満
た
ざ
る
以
下

は
罷
癃
と
為
す
。
漢
儀
注
に
云
う
「
民
年
二
十
三
に
し
て
正
と
為
り
、
一
歳
衛
士
と
為
り
、
一
歳
材
官
騎
士
と
為
り
、
射
御
騎
馳

戦
陳
を
習
う
。」
又
た
曰
く
「
年
五
十
六
に
し
て
衰
老
た
れ
ば
、
乃
ち
免
じ
て
庶
民
と
為
り
、
田
里
に
就
く
を
得
し
む
。」
今
老
弱

の
未
だ
嘗
て
傅
せ
ざ
る
者
皆
之
を
発
す
。
未
だ
二
十
三
な
ら
ざ
る
を
弱
と
為
し
、
五
十
六
を
過
ぎ
る
を
老
と
為
す
。

如
淳
注
の
引
用
は
『
漢
儀
注
』
で
あ
る
が
、「
為
衛
士
」
の
前
に
「
以
」
字
が
無
い
他
は
『
漢
官
儀
』
と
同
文
で
あ
る
。
傍
線
部
か
ら
、

如
淳
が
『
漢
儀
注
』
冒
頭
の
「
年
二
十
三
」
と
後
の
「
年
五
十
六
」
と
を
対
応
さ
せ
る
形
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
「
年

五
十
六
」
に
は
続
け
て
「
衰
老
、
乃
得
免
為
庶
民
」
と
あ
っ
て
、
五
六
歳
に
な
っ
た
場
合
の
身
分
変
化
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

如
淳
は
「
民
年
二
十
三
」
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
二
三
歳
に
な
っ
た
場
合
の
身
分
変
化
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、そ
れ
を
「
為
正
」

と
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、「
民
年
二
十
三
為
正
」
と
「
年
五
十
六
衰
老
」
が
対
応
し
て
い
る
と
理
解
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。如

淳
に
よ
る
『
漢
儀
注
』
後
半
の
引
用
が
「
又
曰
『
年
五
十
六
衰
老
…
…
」
で
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、読
み
手
が
「
年
五
十
六
衰
老
」
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の
直
前
で
文
が
終
わ
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
は
自
然
だ
が
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
如
淳
の
引
用
に
は
省
略
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
上
掲
の
如
淳
注
所
引
『
漢
儀
注
』
と
第
二
章
末
所
掲
の
『
漢
官
儀
』
の
対
比
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
如
淳
注
の
引
用
で
は

都
試
と
辺
郡
に
つ
い
て
の
記
載
が
ま
る
ご
と
省
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
形
の
省
略
だ
け
で
な
く
、
文
の
冒
頭
部
分
だ
け
を
省
略

す
る
場
合
も
あ
る
。『
漢
書
』
巻
七
昭
帝
紀
元
鳳
四
年
条
の
如
淳
注
で
は
董
仲
舒
上
言
を
「
食
貨
志
曰
『
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
、
一
歳

屯
戍
、
一
歳
力
役
、
三
十
倍
於
古
。』」
と
引
用
す
る
が
、
食
貨
志
原
文
で
は
冒
頭
に
「
又
加
」
の
二
文
字
が
あ
り
、
如
淳
の
引
用
で
は

こ
の
二
文
字
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る⑧

。
従
っ
て
、如
淳
の
引
用
を
根
拠
に
『
漢
儀
注
』
原
文
が
「
…
…
。
年
五
十
六
衰
老
…
…
」

に
作
っ
て
い
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
如
淳
の
引
用
の
後
半
部
分
冒
頭
と
そ
の
直
前
が
『
漢
官
儀
』
で
は
「
不
給
衛
士
材
官
楼
船
年

五
十
六
老
衰
…
…
」
と
な
っ
て
い
て⑨

、「
不
給
衛
士
。
材
官
楼
船
年
五
十
六
老
衰
、
…
…
」
と
句
読
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場

合
、「
材
官
楼
船
年
五
十
六
老
」
と
「
民
年
二
十
三
為
正
」
と
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
無
理
で
、
そ
れ
故
、「
民
年
二
十
三
為
正
、
一
歳

…
…
」
と
句
読
す
る
必
然
性
も
無
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
董
仲
舒
上
言
の
句
読
Ⓐ
の
元
と
な
っ
た
顔
師
古
の
理
解
に
つ
い
て
は
そ
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、『
漢
官
儀
』

の
句
読
ⓐ
の
元
と
な
っ
た
如
淳
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
対
応
が
成
り
立
た
な
い
可
能
性
が
存
在
す
る
。
そ
れ

故
、
顔
師
古
・
如
淳
の
理
解
は
必
ず
し
も
基
本
二
史
料
句
読
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
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二　

董
仲
舒
上
言
と
『
漢
官
儀
』
の
句
読

（
一
）
董
仲
舒
上
言
の
対
句
的
表
現

先
述
の
よ
う
に
、
基
本
二
史
料
の
句
読
を
考
え
る
手
掛
か
り
に
な
る
の
が
対
句
的
表
現
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
当
該
部

分
の
み
を
挙
げ
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
句
読
が
問
題
と
な
る
部
分
を
含
む
董
仲
舒
上
言
の
一
段
全
て
に
つ
い
て
、
対
句
的
表

現
と
し
て
対
応
す
る
部
分
を
並
列
す
る
形
で
示
そ
う
。

古
者
税
民
不
過
什
一
、
其
求
易
共
、　

民
財
内
足
以
養
老
尽
孝
、　　

故
民
説
従
上
。
至
秦
則
不
然
、
用
商
鞅
之
法
、　　

除
井
田
、

　

使
民
不
過
三
日
、
其
力
易
足
。　
　

 
外
足
以
事
上
共
税
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
帝
王
之
制
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
下
足
以
畜
妻
子
極
愛
、

民
得
賣
買
、
富
者
田
連
仟
伯
、　　

又
顓
川
沢
之
利
、　

荒
淫
越
制
、
踰
侈
以
相
高
、
邑
有
人
君
之
尊
、　

小
民
安
得
不
困
。

　
　
　
　

貧
者
亡
立
錐
之
地
。　

 

管
山
林
之
饒
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

里
有
公
侯
之
富
、

又
加
月
為
更
卒
已
復
為
正
一
歳
屯
戍
一
歳
力
役
三
十
倍
於
古
、　

或
耕
豪
民
之
田
、
見
税
什
五
。
故
貧
民
常
衣
牛
馬
之
衣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

而
食
犬
彘
之
食
。
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こ
の
よ
う
に
董
仲
舒
上
言
は
対
句
的
表
現
を
多
用
し
て
い
る
。
句
読
が
問
題
と
な
る
「
又
加
月
為
更
卒
…
…
」
の
部
分
に
は
、「
三
十
倍

於
古
」
と
「
二
十
倍
於
古
」
だ
け
で
な
く
、「
一
歳
屯
戍
」「
一
歳
力
役
」
ま
た
は
「
為
正
一
歳
」「
屯
戍
一
歳
」
と
い
う
対
句
的
表
現
も

含
ん
で
お
り
、
こ
の
部
分
も
ま
た
対
句
的
表
現
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
明
白
だ
ろ
う
。

（
二
）
董
仲
舒
上
言
の
句
読
Ⓐ
Ⓑ
に
お
け
る
対
句
的
表
現

先
行
研
究
の
提
示
す
る
二
つ
の
句
読
を
対
句
的
表
現
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、句
読
Ⓐ
は
次
の
よ
う
な
対
応
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

又
加
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
、
一
歳
屯
戍
、
一
歳
力
役
、
三
十
倍
於
古
、
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
。

こ
の
場
合
、
句
読
Ⓑ
を
採
る
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
三
十
倍
於
古
」
の
主
語
が
不
明
で
あ
る
上
に
、
対
句
的
表
現
の
一
方
だ
け
主

語
が
無
い
た
め
形
式
的
に
も
不
完
全
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
三
十
倍
於
古
」
の
前
の
「
一
歳
力
役
」
を
そ
の
主
語
と
見
れ
ば
、
主

語
も
明
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
し
形
式
的
に
も
問
題
無
い
。
た
だ
し
、「
一
歳
力
役
」
と
そ
の
前
の
「
一
歳
屯
戍
」
も
ま
た
明
ら
か
に
対

句
な
の
で
、
そ
の
一
方
だ
け
が
「
三
十
倍
於
古
」
の
主
語
と
な
る
こ
と
は
文
章
の
構
成
と
し
て
不
自
然
だ
ろ
う⑩

。
し
た
が
っ
て
、「
一
歳

屯
戍
、
一
歳
力
役
」
の
二
句
が
「
三
十
倍
於
古
」
の
主
語
で
あ
る
と
考
え
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
句
読
Ⓐ
は
次
の
よ
う
な
対
応
と

し
て
理
解
で
き
る
。

又
加
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
、
一
歳
屯
戍
一
歳
力
役
三
十
倍
於
古
、
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
。
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「
○
十
倍
於
古
」
の
主
語
に
当
た
る
傍
線
部
分
が
完
全
に
同
一
構
造
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、対
応
部
分
の
文
字
数
も
一
致
し
て
お

り
、
ひ
と
ま
ず
対
句
的
表
現
と
し
て
見
る
こ
と
に
問
題
は
無
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
句
読
Ⓑ
は
次
の
よ
う
な
対
応
と
し
て
理
解
で
き
る
。

又
加
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
一
歳
、
屯
戍
一
歳
、
力
役
三
十
倍
於
古
、
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
。

対
応
す
る
「
力
役
」
と
「
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
」
の
具
体
性
に
や
や
差
が
あ
る
が
、「
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
一
歳
、
屯
戍
一
歳
」
が

「
力
役
」
の
具
体
的
な
内
容
で
、「
力
役
」
は
そ
れ
ら
を
総
称
し
た
語
（
重
近
啓
樹
一
九
八
六
）
と
理
解
す
れ
ば
、「
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
」

に
対
し
て
簡
略
な
表
現
で
も
問
題
は
無
い
だ
ろ
う
。
句
読
Ⓑ
で
は
、「
力
役
三
十
倍
於
古
」
と
「
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
」
の

対
応
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
の
「
為
正
一
歳
」
と
「
屯
戍
一
歳
」
も
ま
た
独
立
し
た
対
句
的
表
現
と
し
て
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
句
読
Ⓐ
も
Ⓑ
も
形
式
上
は
対
句
的
表
現
と
し
て
さ
ほ
ど
問
題
な
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
部
分
に
含

ま
れ
る
語
の
内
容
を
具
体
的
に
考
え
る
と
、
句
読
Ⓐ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
に
は
問
題
が
生
じ
る
。

（
三
）
董
仲
舒
上
言
と
『
漢
官
儀
』
に
見
え
る
語
句
の
意
味

こ
こ
で
は
、
基
本
二
史
料
に
見
え
る
語
の
う
ち
で
そ
の
解
釈
が
確
定
で
き
る
も
の
を
確
認
す
る
。
句
読
が
問
題
と
な
る
当
該
部
分
に

は
、
徭
役
兵
役
に
関
わ
る
用
語
と
し
て
、
董
仲
舒
上
言
に
は
「
更
卒
」「
正
」「
屯
戍
」「
力
役
」
が
、『
漢
官
儀
』
に
は
「
正
」「
衛
士
」

「
材
官
・
騎
士
」
が
見
え
る
が
、
こ
の
う
ち
解
釈
が
確
定
で
き
る
の
は
「
更
卒
」「
衛
士
」「
屯
戍
」「
力
役
」
で
あ
る
。

「
更
卒
」
は
『
漢
書
』
呉
王
濞
伝
の
服
虔
注⑪

に
見
え
、
そ
こ
で
は
更
卒
と
し
て
実
際
に
就
役
す
る
こ
と
を
「
踐
更
」
と
言
い⑫

、
そ
の
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「
踐
更
」
を
『
漢
書
』
昭
帝
紀
如
淳
注
所
引
律
説⑬

で
は
県
中
で
「
居
更
」
す
る
こ
と
と
説
明
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、更
卒
は
居
住
県
で
年

に
一
ヶ
月
間
の
労
役
に
従
事
す
る
義
務
と
わ
か
る⑭

。

「
衛
士
」
は
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
注
な
ど
に
慰
労
の
対
象
と
し
て
見
え
る
兵
士⑮

で
、一
年
交
替
で
長
安
の
宮
城
警
備
に
従
事
す
る
義
務

で
あ
る
。

「
屯
戍
」
は
長
城
警
備
を
指
す⑯

こ
と
が
多
い
が
、
衛
尉
配
下
の
衛
士
を
「
屯
兵
」
と
い
い⑰

、
都
の
諸
官
府
を
警
備
す
る
こ
と
を
「
戍
中

都
官
」
と
い
っ
て
い
る⑱

よ
う
に
、「
屯
」
も
「
戍
」
も
辺
境
警
備
に
限
ら
れ
な
い
。『
史
記
』
に
は
「
諸
侯
の
吏
卒　

異
時　

故
と
繇
使

屯
戍
し
て
秦
中
に
過
（
よ
）
ぎ
る
」
と
あ
る⑲

。「
繇
使
」
は
業
務
の
た
め
の
長
距
離
移
動
で⑳

、
即
位
前
の
劉
邦
が
咸
陽
で
徭
役
に
従
事
し

て
い
た㉑

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
秦
中
に
過
ぎ
る
」
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
咸
陽
に
行
く
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、「
繇
使
」
と

並
列
さ
れ
る
「
屯
戍
」
も
辺
境
警
備
で
は
な
く
咸
陽
の
宮
城
警
備
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
労
榦
一
九
四
八
は
、
董
仲
舒
上
言
の
「
屯

戍
」
と
『
漢
官
儀
』
の
「
以
為
衛
士
」
と
が
対
応
す
る
こ
と
か
ら
、
二
年
の
兵
役
義
務
は
、
一
年
間
の
正
と
、
一
年
間
の
都
で
の
衛
士

ま
た
は
辺
境
で
の
戍
卒
と
考
え
た
が
、
上
掲
の
「
屯
」「
戍
」「
屯
戍
」
の
用
例
は
そ
の
理
解
の
妥
当
性
を
証
明
す
る㉒

。

「
力
役
」
は
、
力
を
以
て
す
る
役
で
あ
る
労
働
奉
仕
・
戍
辺
・
兵
役
な
ど
の
総
称
で
あ
る
こ
と
を
浜
口
重
国
一
九
三
四
が
夙
に
指
摘
す

る㉓

。
浜
口
は
史
料
に
よ
る
論
証
は
し
て
い
な
い
が
、
王
彦
輝
二
〇
一
五
は
「
力
役
」
が
兵
役
・
徭
役
を
指
す
例
を
挙
げ
て
お
り
、
浜
口

説
の
妥
当
性
が
確
認
で
き
る
。「
力
役
」
は
、
財
物
提
供
に
対
す
る
労
働
力
提
供
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

且

初
陵
之
作
、
止
諸
繕
治
宮
室
、
闕
更
減
賦
、
尽
休
力
役
、
存

振

困
乏
之
人
、
以
弭
遠
方
。（『
漢
書
』
巻
八
五　

谷
永
伝
）

且
つ
初
陵
の
作
を

め
、
諸
の
宮
室
を
繕
治
す
る
を
止
め
、
更
を
闕
き
賦
を
減
じ
、
尽
く
力
役
を
休
め
、
困
乏
の
人
に
存

振

し
、
以
て
遠
方
を
弭
（
や
す
）
ん
ず
。
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鄭
玄
注
云
「
空
府
臧
則
傷
財
、
力
役
繁
則
害
人
、
二
者
奢
泰
之
所
致
。」（『
後
漢
書
』
伝
三
九　

王
符
伝
注
）

鄭
玄
注
に
云
う
「
府
臧
を
空
し
く
す
れ
ば
則
ち
財
を
傷
め
、
力
役
繁
な
れ
ば
則
ち
人
を
害
す
、
二
者
奢
泰
の
致
す
所
な
り
」

故
聖
人
卑
宮
室
而
高
道
徳
、
悪
衣
服
而
勤
仁
義
、
不
損
其
行
以
好
其
容
、
不
虧
其
徳
以
飾
其
身
、
国
不
興
不
事
之
功
、
家
不
藏
不
用
之

器
、
所
以
稀
力
役
而
省
貢
献
也
。（『
新
語
』
本
行
）

故
に
聖
人
は
宮
室
を
卑
し
く
し
て
道
徳
を
高
め
、
衣
服
を
悪
み
て
仁
義
に
勤
め
、
其
の
行
い
を
損
ね
て
以
て
其
の
容
を
好
く
せ
ず
、

其
の
徳
を
虧
き
て
以
て
其
の
身
を
飾
ら
ず
、
国　

不
事
の
功
を
興
さ
ず
、
家　

不
用
の
器
を
藏
せ
ず
、
力
役
を
稀
に
し
て
貢
献
を

省
く
所
以
な
り
。

今
陛
下
哀
憐
百
姓
、

力
役
之
政
、
二
十
三
始
傅
、
五
十
六
而
免
。
所
以
輔
耆
壮
而
息
老
艾
也
。（『
塩
鉄
論
』
未
通
）

今
陛
下　

百
姓
を
哀
憐
し
、
力
役
の
政
を
寛
め
、
二
十
三
に
し
て
始
め
て
傅
し
、
五
十
六
に
し
て
免
ず
。
耆
壮
を
輔
け
て
老
艾
を

息
ま
し
む
る
所
以
な
り
。

谷
永
伝
で
は
「
更
賦㉔

」
と
「
力
役
」
が
、
王
符
伝
注
所
引
鄭
玄
注
で
は
「
府
臧
」
と
「
力
役
」
が
、『
新
語
』
で
は
「
貢
献
」
と
「
力

役
」
が
、
民
衆
に
よ
る
財
物
提
供
と
労
働
力
提
供
と
い
う
大
き
な
区
分
で
対
比
さ
れ
て
お
り
、「
力
役
」
が
労
働
力
提
供
の
総
称
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
塩
鉄
論
』
で
は
「
二
十
三
始
傅
、
五
十
六
而
免
」
を
「

力
役
之
政
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
二
三
歳
は
『
漢
官
儀
』
で
は
正
な
ど
の
義
務
開
始
年
齢
と
さ
れ
る
一
方
、
次
掲
の
孟
康
注
で
は
「
役
之
」
と
あ
る
よ
う
に
労
働
力

提
供
開
始
年
齢
で
も
あ
る
。
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古
者
二
十
而
傅
、
三
年
耕
有
一
年
儲
、
故
二
十
三
而
後
役
之
。（『
漢
書
』
巻
一
上　

高
帝
紀
上　

二
年
条
孟
康
注
）

古
者
二
十
に
し
て
傅
し
、
三
年
耕
し
て
一
年
の
儲
有
り
、
故
に
二
十
三
に
し
て
而
る
後
に
之
を
役
す
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、「
力
役
」
が
兵
役
や
徭
役
を
包
含
し
た
労
働
力
提
供
の
総
称
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
董
仲
舒
上
言
の
句
読
に

戻
ろ
う
。

（
四
）
董
仲
舒
上
言
の
句
読

先
述
の
よ
う
に
、
対
句
的
表
現
と
い
う
点
か
ら
は
、
句
読
Ⓐ
の
「
一
歳
屯
戍
、
一
歳
力
役
」
の
二
句
を
「
三
十
倍
於
古
」
の
主
語
と

解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。「
屯
戍
」
に
当
た
る
戍
辺
は
高
后
五
年
以
降
は
一
年
交
替
と
な
っ
て
い
る㉕

し
、衛
士
も
ま
た
一
年
間
の
勤
務
だ
っ

た㉖

の
で
、「
一
歳
屯
戍
」
は
「
屯
戍
へ
の
一
年
間
の
就
役
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
と
対
句
に
な
る
「
一
歳
力

役
」
も
「
力
役
へ
の
一
年
間
の
就
役
」
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
董
仲
舒
は
上
言
冒
頭
で
「
古
者
税
民
不
過
什
一
、
其
求
易
共
、
使
民
不
過
三
日
、
其
力
易
足
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

民
の
負
担
を
「
税
」
と
「
使
」、
つ
ま
り
財
物
提
供
と
労
働
力
提
供
に
区
分
し
て
認
識
し
て
い
て
、
問
題
の
部
分
も
「
月
為
更
卒
、
已
復

為
正
、
一
歳
屯
戍
一
歳
力
役
三
十
倍
於
古
」
が
労
働
力
提
供
、「
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
」
が
財
物
提
供
で
あ
る
。
先
述
の
対

句
的
表
現
に
お
け
る
対
応
関
係
を
当
て
は
め
る
と
、
労
働
力
提
供
部
分
の
「
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
」
が
対
句
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
が
、

「
月
為
更
卒
」「
已
復
為
正
」「
一
歳
屯
戍
」「
一
歳
力
役
」
の
四
部
分
が
「
三
十
倍
於
古
」
の
主
語
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば㉗

、「
月
為

更
卒
、
已
復
為
正
」
も
含
め
て
労
働
力
提
供
と
財
物
提
供
を
次
の
よ
う
な
対
句
的
表
現
と
し
て
理
解
で
き
る
。
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月
為
更
卒
、
已
復
為
正
、
一
歳
屯
戍
、
一
歳
力
役
、
三
十
倍
於
古
、
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
、
二
十
倍
於
古
。

傍
線
部
が
そ
れ
ぞ
れ
「
三
十
倍
於
古
」「
二
十
倍
於
古
」
の
主
語
と
な
り
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
が
、対
句
的
表
現
と
し
て
は
不
釣
り
合

い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、「
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
、
一
歳
屯
戍
、
一
歳
力
役
」
が
労
働
力
提
供
の
種
類
と
そ
の
就
役
期
間

を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
」
は
概
説
的
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
さ
に
お
い
て
も
釣
り
合
わ
な
い
。
そ

れ
故
、
両
傍
線
部
を
対
句
的
表
現
の
対
応
部
分
と
見
な
す
の
は
無
理
が
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
句
読
Ⓐ
を
対
句
的
表
現
と
し
て
解
釈
す
る
た
め
に
は
、「
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
、
一
歳
屯
戍
、
一
歳
力
役
」
を

「
三
十
倍
於
古
」
の
主
語
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
力
役
」
が
徭
役
で
あ
る
「
更
卒
」、
兵
役
で
あ
る
「
屯
戍
」、
さ
ら
に
何
ら

か
の
労
働
力
提
供
で
あ
る
「
正
」
と
こ
の
よ
う
な
形
で
並
列
さ
れ
る
の
は
、兵
役
や
徭
役
を
包
含
し
た
労
働
力
提
供
の
総
称
と
い
う
「
力

役
」
の
語
義
に
全
く
そ
ぐ
わ
な
い
。
一
方
、
句
読
Ⓑ
で
は
「
力
役
」
は
そ
れ
に
先
行
す
る
「
更
卒
」「
正
」「
屯
戍
」
を
承
け
る
形
に
な

り
、
兵
役
や
徭
役
を
包
含
し
た
労
働
力
提
供
の
総
称
と
い
う
「
力
役
」
の
語
義
に
ま
さ
に
適
合
す
る
用
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
董
仲
舒
上
言
の
句
読
Ⓐ
を
対
句
的
表
現
と
見
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
一
方
で
、
句
読
Ⓑ
は
対
句
的
表
現
と
し
て
全

く
問
題
な
い
し
、
句
読
Ⓐ
は
「
力
役
」
の
用
法
と
し
て
も
そ
ぐ
わ
な
い
の
に
対
し
、
句
読
Ⓑ
は
適
合
す
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
董
仲

舒
上
言
は
句
読
Ⓑ
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（
五
）『
漢
官
儀
』
の
句
読

基
本
二
史
料
は
「
為
正
一
歳
」
と
い
う
表
現
を
共
有
す
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
当
該
部
分
を
異
な
る
句
読
で
理
解
す
る
論
者
も

い
る
の
で
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
し
て
お
こ
う
。
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「
為
正
一
歳
」
に
含
ま
れ
る
「
為
正
」
と
い
う
表
現
は
『
漢
書
』
な
ど
に
も
幾
つ
か
見
え
る㉘

が
、
徭
役
兵
役
制
度
と
関
連
す
る
形
で

「
為
正
」
が
現
れ
る
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
基
本
二
史
料
と
後
述
の
『
三
国
志
』
崔
琰
伝
お
よ
び
酸
棗
令
劉
熊
碑
に
限
ら
れ
る㉙

。
即
ち
、

徭
役
兵
役
制
度
と
関
連
す
る
「
為
正
」
は
極
め
て
特
異
な
表
現
な
の
で
あ
る
。
基
本
二
史
料
で
は
、
そ
の
特
異
な
表
現
に
同
じ
く
「
一

歳
」
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
為
正
一
歳
」
で
一
句
を
形
成
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
果
た
し
て
、
董
仲
舒
上
言

の
妥
当
な
句
読
と
判
断
し
た
句
読
Ⓑ
で
は
、「
為
正
一
歳
」
で
一
句
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、『
漢
官
儀
』
も
「
為
正
一
歳
」
を
一
句

と
す
る
句
読
ⓑ
が
妥
当
で
あ
る
。
な
お
、句
読
ⓒ
ⓓ
も
一
応
「
為
正
一
歳
」
で
一
句
と
な
っ
て
い
る
が
、句
読
ⓒ
は
論
者
の
理
解
に
拠
っ

て
史
料
的
根
拠
の
な
い
省
略
を
想
定
し
て
い
る
し
、
句
読
ⓓ
も
論
者
の
理
解
に
合
う
よ
う
に
漢
文
訓
読
と
し
て
は
相
当
に
無
理
の
あ
る

読
み
方
に
な
っ
て
い
て
、
共
に
従
え
な
い
。

句
読
ⓑ
の
よ
う
に
句
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
、
こ
の
史
料
を
め
ぐ
る
問
題
が
一
つ
解
消
す
る
。『
漢
官
儀
』
の
当
該
部
分
と
重

複
す
る
孫
星
衍
輯
本
『
漢
旧
儀
』
を
浜
口
重
国
一
九
三
四
は
「
民
年
二
十
三
為
正
、
一
歳
而
以
為
衛
士
」
と
句
読
し
、
そ
の
際
、「
一
歳

而
以
為
衛
士
」
で
は
読
み
に
く
い
た
め
を
「
而
」
を
衍
字
と
見
な
し
た㉚

が
、
句
読
ⓑ
な
ら
ば
「
而
」
字
が
あ
っ
て
も
文
章
解
釈
上
全
く

問
題
無
い
。

ま
た
、
句
読
ⓑ
で
は
、
重
近
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
為
材
官
騎
士
習
射
御
騎
馳
戦
陣
」
と
「
水
家
為
楼
船
亦
習
戦
射
行
船
」
も
ま
た

対
句
的
表
現
と
し
て
理
解
で
き
る
。
後
掲
の
よ
う
に
、『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
建
武
七
年
条
の
材
官
・
騎
士
等
の
廃
止
の
詔
で
は
、
軽

車
・
騎
士
・
材
官
・
楼
船
士
が
廃
止
の
対
象
と
し
て
並
列
さ
れ
、
そ
の
注
に
引
く
『
漢
官
儀
』
で
も
軽
車
・
騎
士
・
材
官
・
楼
船
が
並

列
さ
れ
て
い
る
。
基
本
二
史
料
の
『
漢
官
儀
』
で
も
材
官
・
騎
士
と
楼
船
と
が
対
応
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

「
為
…
…
習
…
…
」
と
い
う
同
一
の
言
い
回
し
に
よ
っ
て
対
句
的
に
表
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
も
、『
漢
官
儀
』
は
句
読
ⓑ

が
妥
当
で
あ
る
。
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逆
に
、
こ
の
句
読
ⓑ
で
生
じ
る
問
題
が
一
つ
あ
る
。
句
読
ⓐ
で
は
、
民
の
兵
役
負
担
開
始
を
二
三
歳
、
免
除
年
齢
を
五
六
歳
と
理
解

で
き
る
の
に
対
し
て
、
句
読
ⓑ
で
は
、
五
六
歳
は
あ
く
ま
で
材
官
・
楼
船
の
免
役
年
齢
と
な
り
、
正
や
衛
士
の
免
役
年
齢
が
示
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
二
三
歳
兵
役
負
担
開
始
、
五
六
歳
免
除
と
い
う
理
解
は
多
く
の
先
行
研
究
が
採
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
検
討
し
て

お
き
た
い
。

『
漢
官
儀
』
を
二
三
歳
兵
役
負
担
開
始
、
五
六
歳
免
除
と
最
初
に
理
解
し
た
の
は
如
淳
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
如
淳
は
、
五
六
歳

で
「
免
ぜ
ら
れ
て
民
と
為
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
免
」
以
前
に
は
民
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
身
分
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、

そ
れ
を
冒
頭
の
「
正
」
と
考
え
「
民
年
二
十
三
為
正
、…
…
」
と
句
読
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、句
読
ⓑ
で
は
、後
半
の
「
年

五
十
六
老
衰
、
乃
得
免
為
民
就
田
」
の
主
語
を
そ
れ
に
先
行
す
る
材
官
・
楼
船
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
民
と
は
異
な
る
「
免
」
以
前
の

身
分
を
材
官
・
楼
船
と
解
釈
で
き
る
た
め
、
実
の
と
こ
ろ
、『
漢
官
儀
』
冒
頭
を
「
民
年
二
十
三
、
為
正
一
歳
…
…
」
と
句
読
し
て
も
問

題
は
生
じ
な
い
。
二
三
歳
は
、
前
掲
『
塩
鉄
論
』
未
通
篇
に
「
二
十
三
始
傅
」
と
あ
る
よ
う
に
傅
籍
の
年
齢
で
（
山
田
勝
芳
一
九
九
三
）、

こ
れ
以
降
、
正
と
し
て
一
年
間
、
さ
ら
に
衛
士
ま
た
は
戍
卒
と
し
て
一
年
間
、
計
二
年
間
の
兵
役
義
務
を
負
う
よ
う
に
な
る
と
解
釈
す

べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
二
三
歳
は
正
の
開
始
年
齢
で
は
な
く
な
る
の
で
そ
の
免
役
年
齢
を
示
す
必
要
は
無
い
し
、

句
読
ⓑ
で
は
正
と
衛
士
は
任
期
一
年
で
あ
っ
て
継
続
的
な
就
役
で
は
な
い
の
で
、
そ
も
そ
も
免
役
年
齢
の
規
定
な
ど
必
要
無
い
。

な
お
、『
漢
官
儀
』
で
は
「
年
五
十
六
老
衰
」
の
前
に
「
不
給
衛
士
材
官
楼
船
」
と
あ
る
の
で
、
衛
士
・
材
官
・
楼
船
の
三
者
が
「
年

五
十
六
老
衰
」
の
主
語
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
「
不
給
」
の
目
的
語
が
な
く
な
る
し
、
衛
士
は
一
年

限
り
な
の
で
五
六
歳
で
免
ぜ
ら
れ
る
身
分
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
れ
故
、
衛
士
は
「
不
給
」
の
目
的
語
と
し
、「
不
給
衛
士
。
材
官
・
楼

船
年
五
十
六
老
衰
」
と
句
読
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
後
掲
の
『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
注
所
引
『
漢
官
儀
』
に
は
軽
車
・
騎
士
・
材
官
・

楼
船
が
並
列
さ
れ
る
一
方
、
衛
士
は
現
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
衛
士
は
材
官
・
楼
船
と
は
性
格
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
、
衛
士
・
材



漢代兵役考証　鷹取祐司

21

官
・
楼
船
を
並
列
す
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、「
不
給
衛
士
」
は
、
韓
連
琪
一
九
五
六
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
辺
郡
で
は
屯
戍
の
義

務
と
し
て
徴
発
し
た
兵
士
は
、
衛
士
と
し
て
都
に
派
遣
す
る
こ
と
な
く
、
全
て
戍
卒
と
し
て
就
役
さ
せ
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
の
結
果
、
基
本
二
史
料
の
句
読
・
訓
読
・
解
釈
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

《
董
仲
舒
上
言
》

又
加
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
一
歳
、
屯
戍
一
歳
。
力
役
三
十
倍
於
古
、
田
租
口
賦
塩
鉄
之
利
二
十
倍
於
古
。

又
た
加
え
て
月
に
更
卒
と
為
り
、
已
に
し
て
復
た
正
と
為
る
こ
と
一
歳
、
屯
戍
す
る
こ
と
一
歳
。
力
役
は
古
に
三
十
倍
し
、
田
租
口

賦
塩
鉄
の
利
は
古
に
二
十
倍
す
。

〔
さ
ら
に
そ
の
上
に
更
卒
と
し
て
（
毎
年
）
一
ヶ
月
就
役
し
、
そ
う
し
て
ま
た
正
と
な
っ
て
就
役
す
る
こ
と
一
年
間
、
都
で
の
衛
士

あ
る
い
は
辺
境
で
の
戍
卒
と
し
て
就
役
す
る
こ
と
一
年
間
。（
こ
れ
ら
の
）
力
役
負
担
は
古
の
三
十
倍
で
、
王
朝
の
田
租
・
口
賦
・
塩

鉄
専
売
の
収
入
は
古
の
二
十
倍
に
の
ぼ
る
。〕

《『
漢
官
儀
』》

民
年
二
十
三
、
為
正
一
歳
、
以
為
衛
士
一
歳
。
為
材
官
騎
士
、
習
射
御
騎
馳
戦
陣
。
八
月
、
太
守
・
都
尉
・
令
・
長
・
相
・
丞
・
尉
会

都
試
、
課
殿
最
。
水
家
為
楼
船
、
亦
習
戦
射
行
船
。
辺
郡
太
守
各
将
万
騎
、
行
障
塞
烽
火
追
虜
。
置
長
史
一
人
、
丞
一
人
、
治
兵
民
。

当
兵
行
、
長
史㉛

領
。
置
部
尉
・
千
人
・
司
馬
・
候
・
農
都
尉
、
皆
不
治
民
。
不
給
衛
士
。
材
官
・
楼
船
年
五
十
六
老
衰
、
乃
得
免
為
民

就
田
。

民　

年
二
十
三
に
し
て
、
正
と
為
る
こ
と
一
歳
、
以
て
衛
士
と
為
る
こ
と
一
歳
。
材
官
・
騎
士
と
為
る
も
の
は
、
射
御
騎
馳
戦
陣
を
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習
う
。
八
月
、
太
守
・
都
尉
・
令
・
長
・
相
・
丞
・
尉　

都
試
に
会
し
、
殿
最
を
課
す
。
水
家
は
楼
船
と
為
り
、
亦
た
戦
射
行
船
を

習
う
。
辺
郡
太
守　

各
お
の
万
騎
を
将
い
、
障
塞
を
行
り
烽
火
も
て
虜
を
追
う
。
長
史
一
人
・
丞
一
人
を
置
く
、
兵
民
を
治
む
。
兵　

行
く
に
当
た
り
て
は
、
長
史
領
す
。
部
尉
・
千
人
・
司
馬
・
候
・
農
都
尉
を
置
く
、
皆
民
を
治
め
ず
。
衛
士
を
給
せ
ず
。
材
官
・
楼

船　

年
五
十
六
に
し
て
老
衰
な
れ
ば
、
乃
ち
免
じ
て
民
と
為
し
田
に
就
く
を
得
。

〔
民
は
二
三
歳
に
な
っ
（
て
傅
籍
さ
れ
）
た
ら
、
正
と
し
て
一
年
間
、
衛
士
と
し
て
一
年
間
（
就
役
す
る
義
務
を
負
う
）。
材
官
・
騎
士
と

な
っ
た
者
は
、
射
御
騎
馳
戦
陣
の
訓
練
を
行
う
。
毎
年
八
月
に
太
守
・
都
尉
・
令
・
長
・
相
・
丞
・
尉
は
都
試
に
参
集
し
、
殿
最

を
考
課
す
る
。
水
に
暮
ら
す
者
は
楼
船
と
為
り
、
ま
た
戦
射
行
船
の
訓
練
を
行
う
。
辺
郡
太
守
は
そ
れ
ぞ
れ
一
万
騎
を
率
い
て
、

長
城
の
烽
隧
を
巡
察
し
烽
火
を
運
用
し
て
匈
奴
を
追
跡
す
る
。
長
史
一
人
・
丞
一
人
を
置
き
、
兵
士
と
民
を
治
め
る
。
兵
士
を
動

員
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
長
史
が
統
率
す
る
。
部
尉
・
千
人
・
司
馬
・
候
・
農
都
尉
を
置
き
、
い
ず
れ
も
民
政
に
は
関
わ
ら
な
い
。

（
辺
郡
で
は
）
衛
士
を
派
遣
し
な
い
。
材
官
・
楼
船
は
五
六
歳
に
な
る
と
老
い
衰
え
る
の
で
、
そ
こ
で
就
役
を
免
除
し
て
民
と
し
、
田

作
に
従
事
で
き
る
よ
う
に
す
る
。〕

三　

漢
代
の
材
官
・
騎
士
・
楼
船
と
正

本
章
で
は
、
前
章
で
確
定
し
た
句
読
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
、
基
本
二
史
料
以
外
の
史
料
を
用
い
て
材
官
・
騎
士
・
楼
船
お
よ

び
正
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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（
一
）
材
官
・
騎
士
・
楼
船

材
官
等
が
軍
事
訓
練
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
『
漢
官
儀
』
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
次
の
『
漢
書
』
刑
法
志
に
も
見
え
る
。

漢
興
、
…
…
天
下
既
定
、
踵
秦
而
置
材
官
於
郡
国
、
京
師
有
南
北
軍
之
屯
。
至
武
帝
平
百

、
内
増
七
校
、
外
有
楼
船
、
皆
歳
時
講
肄
、

修
武
備
云
。（『
漢
書
』
巻
二
三　

刑
法
志
）

漢
興
り
、
…
…
天
下
既
に
定
ま
り
、
秦
を
踵
い
で
材
官
を
郡
国
に
置
き
、
京
師
は
南
北
軍
の
屯
有
り
。
武
帝
の
百

を
平
ら
ぐ
る

に
至
り
、
内
に
七
校
を
増
し
、
外
に
楼
船
有
り
、
皆
歳
時
講
肄
し
、
武
備
を
修
む
。

刑
法
志
で
は
、
前
漢
建
国
当
初
に
郡
国
に
材
官
、
京
師
に
南
北
軍
、
武
帝
期
に
は
内
（
京
師
）
に
七
校
尉
の
兵
と
外
（
郡
国
）
に
楼
船
が

置
か
れ
、「
皆
歳
時
講
肄
、
修
武
備
云
」
と
あ
る
よ
う
に
い
ず
れ
も
軍
事
訓
練
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
る32

。
次
掲
の
『
後
漢
書
』
光
武

帝
紀
注
所
引
『
漢
官
儀
』
に
も
、
軽
車
・
騎
士
・
材
官
・
楼
船
に
つ
い
て
「
講
肄
課
試
」
と
あ
る
。

三
月
丁
酉
、
詔
曰
「
今
国
有
衆
軍
、
並
多
精
勇
、
宜
且
罷
軽
車
・
騎
士
・
材
官
・
楼
船
士
及
軍
仮
吏
〔『
漢
官
儀
』
曰
「
高
祖
命
天
下
郡

国
選
能
引
関
蹶
張
材
力
武
猛
者
、
以
為
軽
車
・
騎
士
・
材
官
・
楼
船
、
常
以
立
秋
後
講
肄
課
試
、
各
有
員
数
。
平
地
用
車
騎
、
山
阻
用

材
官
、
水
泉
用
楼
船
。」
軍
仮
吏
謂
軍
中
権
置
吏
也
。
今
悉
罷
之
。〕
令
還
復
民
伍
。」（『
後
漢
書
』
紀
一
下　

光
武
帝
紀
下　

建
武
七
年
条
）

三
月
丁
酉
、
詔
し
て
曰
く
「
今
国
に

軍
有
り
、
並
び
に
精
勇
多
し
、
宜
し
く
且
ら
く
軽
車
・
騎
士
・
材
官
・
楼
船
士
及
び
軍
仮

吏
を
罷
む
べ
し
〔『
漢
官
儀
』
に
曰
く
「
高
祖　

天
下
の
郡
国
に
命
じ
能
く
関
を
引
き
蹶
張
す
る
材
力
武
猛
な
る
者
を
選
び
、以
て
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軽
車
・
騎
士
・
材
官
・
楼
船
と
為
し
、
常
に
立
秋
の
後
を
以
て
講
肄
課
試
せ
し
む
。
各
お
の
員
数
有
り
。
平
地
は
車
騎
を
用
い
、

山
阻
は
材
官
を
用
い
、
水
泉
は
楼
船
を
用
う
。」
軍
仮
吏
は
軍
中
権
置
の
吏
を
謂
う
な
り
。
今
悉
く
之
を
罷
む
。〕
還
り
て
民
伍
に

復
せ
し
む
。」

こ
の
『
漢
官
儀
』
に
は
、
材
官
等
が
材
力
武
猛
者
を
選
抜
し
た
専
門
兵
で33

、
定
員
も
あ
っ
た
こ
と
も
明
記
す
る
。
実
際
、
肩
水
候
官
駐

屯
の
騎
士
が
機
動
性
の
あ
る
攻
撃
部
隊
だ
っ
た
（
大
庭
脩
一
九
九
二
）
こ
と
は
、
材
官
等
が
専
門
兵
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

光
武
帝
紀
注
所
引
『
漢
官
儀
』
の
「
常
以
立
秋
後
講
肄
課
試
」
は
、
基
本
二
史
料
と
し
て
挙
げ
た
『
漢
官
儀
』
の
「
八
月
、
太
守
・

都
尉
・
令
・
長
・
相
・
丞
・
尉
会
都
試
、
課
殿
最
」
に
当
た
る
。
居
延
で
も
騎
士
を
対
象
に
都
試
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
次
簡
に

よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

□
□
□
官
玉
門
塞
外
海
廉
渠
、
尽
五
月
以

九
月
都
試
、
騎
士
馳
射
、
最
、
率
人
得
五
算
半
算
□

□
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.T52:783

…
…
官
玉
門
塞
外
の
海
廉
渠
に
五
月
末
ま
で
以
…
…
九
月
の
都
試
、騎
士
は
馳
射
し
、最
な
れ
ば
、人
率
に
五
算
半
算
を
得
る
…
…

四
月

二
行
目
の
記
載
か
ら
都
試
の
成
績
で
考
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
単
位
で
あ
る
「
算
（
筭
）」
が
居
延
漢
簡
に
は
考
課
算
定

の
単
位
と
し
て
見
え
る
。
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受
官
銭
定
課
四
千
、
負
四
筭

万
歳
候
長
充　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
除
定
得
三
筭　

第
一

　
　
　
　
　
　

毋
自
言
堂
煌
者
第
一
、
得
七
筭　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
０
６
・
4
（
Ａ
８
）

万
歳
候
長
充　

官
銭
を
受
け
取
る
こ
と
定
課
四
千
、四
算
減
点　

堂
煌
に
自
言
す
る
者
が
い
な
い
こ
と
第
一
、七
算
加
点　

差
引
三

算
を
取
得　

第
一

こ
の
簡
で
考
課
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
候
長
で
あ
る
。
そ
の
候
長
は
秋
射
の
試
験
を
受
け
た
。

●
功
令
第
卌
五
。
士
吏
・
候
長
・
蓬
隧
長
常
以
令
秋
試
射
、
以
六
為
程
、
過
六
賜
労
矢
十
五
日　
　
　

２
８
５
・
17
（
Ａ
８
）

●
功
令
第
卌
五
。
士
吏
・
候
長
・
蓬
隧
長
は
常
に
令
の
規
定
に
よ
っ
て
秋
に
射
の
試
験
を
行
い
、
六
を
標
準
と
し
て
、
六
を
過
ぎ

れ
ば
矢
ご
と
に
労
十
五
日
を
付
与
す
る

秋
射
と
都
試
は
別
々
の
試
験
と
さ
れ
る
（
劉
鳴
二
〇
二
〇
）
が
、
と
も
に
戦
闘
技
術
の
試
験
で
そ
の
成
績
に
よ
っ
て
考
課
さ
れ
る
と
い
う

点
で
共
通
す
る
。
秋
射
の
対
象
は
士
吏
以
下
の
軍
吏
で
あ
る
が
、
軍
吏
だ
か
ら
こ
そ
考
課
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
、
材
官
等
が
都
試
を

受
け
て
同
様
に
考
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
材
官
等
が
軍
吏
に
準
じ
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
明
白
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
材
官
等
は
選
抜
さ
れ
た
専
門
兵
で
、
軍
吏
と
同
じ
よ
う
に
都
試
に
よ
っ
て
考
課
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
た
。
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（
二
）
正

正
は
一
年
間
就
役
す
べ
き
義
務
と
し
て
、
董
仲
舒
上
言
で
は
屯
戍
（
衛
士
と
戍
卒
）
と
、『
漢
官
儀
』
で
は
衛
士
と
並
列
さ
れ
、
そ
の
屯

戍
と
衛
士
は
と
も
に
兵
役
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
正
も
同
様
に
兵
役
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
漢
官
儀
』
で
は
正
・
衛
士
と
専
門

兵
で
あ
る
材
官
等
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。
材
官
等
と
の
対
比
か
ら
考
え
れ
ば
、
正
は
選
抜
で
は
な
く
輪
番
で
就
役
す
る
も
の
で
、
軍

事
訓
練
や
考
課
な
ど
な
く
、
一
年
の
任
期
が
満
了
す
る
と
元
の
生
活
に
戻
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
戍
卒
は
辺
境
の
烽
隧
で
主
に
見

張
り
を
担
当
し
て
い
る
し
、
衛
士
も
宮
城
の
城
門
と
城
内
の
警
備
お
よ
び
車
駕
へ
の
扈
従
が
そ
の
任
務
で
あ
っ
て
（
浜
口
重
国
一
九
三
九

ｂ
）、い
ず
れ
の
業
務
も
基
本
的
に
警
備
で
あ
る
。
戍
卒
も
衛
士
も
そ
れ
に
徴
発
さ
れ
た
の
は
軍
事
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
民
衆
な
の
で
、

実
際
の
戦
闘
な
ど
と
て
も
務
ま
ら
な
い
。
長
城
で
は
騎
士
が
、
都
で
は
羽
林
・
期
門
お
よ
び
七
校
尉
が
実
戦
部
隊
で
あ
っ
た
（
浜
口
重
国

一
九
三
九
ｂ
）。
正
に
徴
発
さ
れ
た
の
も
軍
事
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
民
衆
な
の
で
、
戍
卒
や
衛
士
の
よ
う
な
警
備
を
担
当
し
た
の
だ
ろ

う
。で

は
、
そ
の
正
が
就
役
す
る
場
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。
基
本
二
史
料
に
は
正
の
就
役
場
所
に
関
す
る
記
載
は
無
い34

が
、『
三
国
志
』
崔
琰

伝
と
張
景
碑35

で
は
と
も
に
郷
と
関
わ
る
形
で
正
が
現
れ
て
い
る
。
崔
琰
伝
に
は
「
崔
琰
…
…
年
二
十
三
に
し
て
、
郷　

移
し
て
正
と
為

す36

」
と
、
張
景
碑
に
は
南
陽
郡
府
南
門
外
の
勧
農
土
牛
を
「
十
四
郷
の
正
を
調
発
し37

、
相
い
賦
斂
し
て
作
治
せ
し
む38

」
と
見
え
る
。
張

景
碑
の
「
十
四
郷
正
」
と
崔
琰
伝
の
「
郷
移
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
正
は
郷
で
そ
の
義
務
負
担
者
が
選
定
さ
れ
て
県
に
通
知
さ
れ
、
正

の
就
役
者
本
人
は
県
の
差
配
の
下
で
業
務
を
遂
行
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
郷
が
正
の
義
務
負
担
者
を
選
定
し
て
い
る
の
は
、
漢
簡
の
通

行
証
に
見
え
る
よ
う
に
郷
は
戸
籍
を
管
理
し
て
お
り
（
鷹
取
祐
司
二
〇
一
七
）、
徭
役
や
兵
役
の
就
役
記
録
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ら

だ
ろ
う
。
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「
為
正
」
と
い
う
表
現
は
酸
棗
令
劉
熊
碑39

に
も
見
え
る
。
当
該
部
分
を
挙
げ
よ
う
。

□
□
為
正
、
以
卒
為
更
、
愍
念
烝
民
労
苦
不
均
、
為
作
正
弾
、
造
設
門
更
。

□
□
正
と
為
し
、
卒
を
以
て
更
と
為
す
。
烝
民
の
労
苦
の
均
し
か
ら
ざ
る
を
愍
念
し
、
正
弾
を
為
作
し
、
門
更
を
造
設
す
。

こ
の
碑
は
、
酸
棗
令
で
あ
っ
た
劉
熊
が
「
正
弾
」
と
「
門
更
」
を
設
置
す
る
こ
と
で
民
の
労
役
負
担
を
均
等
化
し
た
こ
と
を
顕
彰
し
た

も
の
で
、「
正
弾
」
は
正
衛
弾
と
い
う
人
的
団
体
で
、
富
人
か
ら
徴
し
た
単
銭
で
貧
民
を
募
顧
し
て
役
に
当
て
る
こ
と
で
徭
役
の
均
等
化

を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
（
山
田
勝
芳
一
九
九
三
）。「
以
卒
為
更
」
の
「
更
」
は
こ
の
書
き
方
か
ら
更
卒
を
指
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

更
卒
の
徭
役
を
均
等
化
す
る
「
門
更
」
の
設
置
が
県
令
の
顕
彰
す
べ
き
事
績
と
し
て
こ
の
碑
に
記
さ
れ
た
の
は
、
更
卒
が
居
住
の
県
で

従
事
す
る
徭
役
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
「
更
」
と
並
列
さ
れ
る
「
正
」
も
ま
た
県
の
差
配
の
下
に
業
務
に
従
事
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
先
の
崔
琰
伝
お
よ
び
張
景
碑
に
よ
る
推
測
と
符
合
す
る
。

正
と
更
の
並
列
は
魯
陽
都
郷
正
衛
弾
碑40

に
も
「
正
衛
」「
更
賤
」
と
い
う
形
で
見
え
る
。

弾
。
国
服
為
息
、
本
存
子
衍
、
上
供
正
衛
、
下
給
更
賤
、
民
用
不
□
、
□
□

弾
。
国
服
も
て
息
を
為
し
、
本
は
存
し
子
は
衍
（
お
お
）
く
、
上
は
正
衛
に
供
し
、
下
は
更
賤
に
給
す

こ
こ
に
見
え
る
「
更
賤
」
は
踐
更
で
（
兪
偉
超
一
九
八
八
）、
更
卒
と
し
て
の
就
役
を
指
し
、「
正
衛
」
が
正
と
し
て
の
就
役
を
指
す
こ
と

は
劉
熊
碑
と
の
対
比
か
ら
疑
い
無
い41

。
そ
の
正
衛
は
『
礼
記
』
王
制
の
正
義
に
引
か
れ
た
鄭
玄
『
駁
五
経
異
義
』
に
見
え
る
。
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周
礼
是
周
公
之
制
、
王
制
是
孔
子
之
後
大
賢
所
記
先
王
之
事
。
周
礼
所
謂
皆
征
之
者
、
使
為
胥
徒
給
公
家
之
事
、
如
今
之
正
衛
耳
。

周
礼
は
是
れ
周
公
の
制
、
王
制
は
是
れ
孔
子
の
後
の
大
賢
の
記
す
所
の
先
王
の
事
な
り
。
周
礼
の
謂
う
所
の
「
皆
之
を
征
す
」
と

は
、
胥
・
徒
と
為
し
公
家
の
事
に
給
せ
し
む
、
今
の
正
衛
の
如
き
の
み
。

こ
こ
で
鄭
玄
は
、
公
家
に
給
事
す
る
『
周
礼
』
の
胥
・
徒
を
後
漢
時
代
の
正
衛
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
鄭
玄
の
指
摘
に
拠

れ
ば
、
正
衛
は
役
所
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
に
、
正
は
県
の
差
配
の
下
に
業
務
に
従
事
し
て
い
た
と
推
測
し
た
が
、

正
衛
の
あ
り
方
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
衛
が
宿
衛
・
警
衛
・
守
衛
の
よ
う
な
任
務
を
広
く
指
す
語
で
あ
る
（
山
田
勝
芳
一
九
九
三
）
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
正
衛
は
県
の
差
配
の
下
に
官
署
な
ど
の
警
備
に
従
事
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
張
家
山
漢
簡
二
年
律

令
・
津
関
令
に
見
え
る
所
の
関
所
や
塞
に
詰
め
た
り
吏
に
率
い
ら
れ
て
盜
賊
を
追
捕
し
て
い
る
「
卒42

」、
あ
る
い
は
、
長
沙
五
一
広
場
東

漢
簡
牘
に
見
え
る
「
廷
門
卒
」「
駅
卒
」「
亭
卒43

」
が
、
正
と
し
て
就
役
し
た
者
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
鄭
玄
の
指
摘
に
つ
い
て
は
一
つ
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
前
掲
の
鄭
玄
『
駁
五
経
異
義
』
で

は
公
家
に
給
事
す
る
胥
・
徒
を
後
漢
時
代
の
正
衛
の
よ
う
な
者
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
鄭
玄
は
胥
・
徒
を
後
漢
時
代
の

衛
士
の
よ
う
な
者
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。

胥
十
有
二
人
、
徒
百
有
二
十
人
。〔
注
〕
此
民
給
徭
役
者
、
若
今
衛
士
矣
。
胥
読
如

、
謂
其
有
才
知
為
什
長
。（『
周
礼
』
天
官
冢
宰
）

胥　

十
有
二
人
、
徒　

百
有
二
十
人
。〔
注
〕
此
れ
民
の
徭
役
に
給
す
る
者
に
し
て
、
今
の
衛
士
の
若
し
。
胥
は
読
み
て

の
如

し
、
其
の
才
知
有
り
て
什
長
と
為
る
を
謂
う
。
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こ
の
二
つ
の
指
摘
を
そ
の
ま
ま
併
せ
る
と
、
後
漢
時
代
の
正
衛
と
衛
士
は
類
似
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る44

。
と
こ
ろ
が
、
衛
士
は
先

に
検
討
し
た
よ
う
に
一
年
交
替
で
長
安
の
宮
城
警
備
に
従
事
す
る
者
、
正
衛
は
居
住
県
の
差
配
の
下
に
官
署
な
ど
の
警
備
に
従
事
す
る

者
で
あ
っ
て
、
類
似
の
存
在
と
は
言
え
な
い
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
は
鄭
玄
注
が
附
せ
ら
れ
た
官
に
あ
る
。「
如
今
之
正
衛
耳
」
と
述
べ
る
前
掲
鄭
玄
『
駁
五
経
異
義
』
の
文

は
、『
礼
記
』
王
制
の
正
義
に
お
い
て
そ
の
前
に
引
用
さ
れ
て
い
る
次
掲
許
慎
『
五
経
異
義
』
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

古
周
礼
説
、
国
中
自
七
尺
以
及
六
十
、
野
自
六
尺
以
及
六
十
有
五
、
皆
征
之
。
…
…
而
周
復
征
之
、
非
用
民
意
。（『
礼
記
』
王
制
正
義
所
引

許
慎
『
五
経
異
義
』）

古
周
礼
に
説
く
、国
中
は
七
尺
よ
り
以
て
六
十
に
及
ぶ
ま
で
、野
は
六
尺
よ
り
以
て
六
十
有
五
に
及
ぶ
ま
で
、皆
之
を
征
す
。
…
…

而
し
て
周
復
た
之
を
征
す
る
は
、
民
を
用
い
る
の
意
に
非
ず
。

こ
こ
で
許
慎
が
引
く
「
古
周
礼
」
は
『
周
礼
』
地
官
司
徒
・
郷
大
夫
の
記
載45

で
、
鄭
玄
の
「
如
今
之
正
衛
耳
」
と
い
う
注
は
郷
大
夫
配

下
の
胥
・
徒
に
附
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、「
若
今
衛
士
矣
」
を
含
む
注
は
『
周
礼
』
天
官
冢
宰
に
「
治
官
之
属
」
と
し
て
列
挙

さ
れ
た
胥
・
徒
に
附
せ
ら
れ
た
も
の46

で
あ
る
。
天
官
冢
宰
は
六
卿
の
一
で
中
央
官
、
郷
大
夫
は
一
二
五
〇
〇
家
で
構
成
さ
れ
る
郷47

の
長

官
で
漢
代
で
言
え
ば
大
県
の
令48

に
相
当
す
る
。
従
っ
て
、
天
官
冢
宰
配
下
の
胥
・
徒
は
都
に
て
就
役
す
る
者
、
郷
大
夫
配
下
の
胥
・
徒

は
地
方
の
県
に
て
就
役
す
る
者
と
な
り
、
前
者
は
後
漢
時
代
の
洛
陽
で
宮
城
警
備
に
従
事
す
る
衛
士
、
後
者
は
県
の
官
署
警
備
に
従
事

す
る
正
衛
に
相
当
す
る
。
二
つ
の
鄭
玄
注
は
均
し
く
胥
・
徒
の
解
説
で
は
あ
る
が
、
鄭
玄
は
そ
の
胥
・
徒
が
ど
こ
の
官
署
に
勤
務
す
る

者
か
を
厳
密
に
区
別
し
た
上
で
後
漢
時
代
の
衛
士
お
よ
び
正
衛
に
正
し
く
準
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
正
衛
と
更
卒
の
募
役
化
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
正
衛
弾
は
五
例
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
全
て
が
京
師
近
郊
の
例
で
あ

る49

。
か
か
る
偏
在
は
、
発
見
状
況
に
拠
る
と
い
う
よ
り
も
、
年
代
の
わ
か
る
事
例
が
い
ず
れ
も
後
漢
後
半
期
で
あ
る50

こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
漢
代
、
民
の
徭
役
兵
役
負
担
に
は
更
卒
・
正
・
屯
戍
（
戍
卒
ま
た
は
衛

士
）
が
あ
っ
た
が
、
長
城
警
備
に
従
事
す
る
戍
卒
は
前
漢
末
に
は
実
質
的
に
傭
兵
化
さ
れ
て
お
り
（
鷹
取
祐
司
二
〇
一
八
）、
後
漢
時
代
の

民
衆
の
負
担
は
更
卒
と
正
と
衛
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
衛
士
も
、
後
漢
時
代
の
宮
城
警
備
は
虎
賁
・
羽
林
・
五
校
尉
の
兵
で
充
足
で
き
た

た
め
に
、
前
漢
時
代
の
二
万
人
か
ら
後
漢
時
代
に
は
二
千
五
、六
百
人
に
削
減
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
前
漢
時
代
に
は
各
郡
国
か
ら
上
番
し

て
い
た
も
の
が
、
後
漢
時
代
に
は
京
師
近
郊
の
郡
か
ら
の
み
徴
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
浜
口
重
国
一
九
三
九
ｂ
）。
正
衛
弾
が
京
師
近

郊
で
の
み
設
置
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
地
域
の
民
だ
け
余
分
に
衛
士
負
担
が
あ
っ
た
た
め
少
し
で
も
正
と
更
卒
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う
し

た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
衛
士
は
中
央
が
差
配
す
る
兵
役
で
あ
る
た
め
県
の
介
入
で
き
る
余
地
は
無
い
が
、
正
と
更
卒
は
県
の
差

配
に
よ
る
徭
役
兵
役
で
あ
っ
た
た
め
、
県
が
正
衛
弾
を
組
織
し
雇
役
化
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
張
景
碑
で
は
、
本
来
、
官
署
警
備
を
担
当
す
る
兵
役
で
あ
る
正
が
勧
農
土
牛
の
造
作
に
動
員
さ
れ
て
い
た
し
、
劉
熊
碑
と
魯

陽
都
郷
正
衛
弾
碑
で
は
正
が
更
卒
と
並
ん
で
募
役
化
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
二
点
を
考
え
併
せ
る
と
、
後
漢
後
半
期
に
は
、
本

来
、
兵
役
に
従
事
す
べ
き
正
が
更
卒
と
同
じ
よ
う
な
雑
役
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る51

。
正
と
更
卒
は
実
態

と
し
て
は
同
じ
よ
う
に
雑
役
に
使
役
さ
れ
て
い
た
が
、
制
度
的
な
由
来
が
異
な
る
た
め
形
式
的
に
は
別
々
の
義
務
と
し
て
運
用
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
。
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む
す
び
に
か
え
て
…
…
後
漢
光
武
帝
に
よ
る
材
官
等
の
廃
止

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
基
本
二
史
料
に
見
え
る
更
卒
は
年
間
一
ヶ
月
、
居
住
県
で
の
労
役
に
従
事
す
る
徭
役
、
正
（
正
衛
）
は

二
三
歳
以
降
の
一
年
間
、
居
住
県
の
差
配
の
下
に
官
署
の
警
備
な
ど
に
従
事
す
る
兵
役
、
屯
戍
は
二
三
歳
以
降
の
一
年
間
、
宮
城
警
備

の
衛
士
ま
た
は
辺
境
警
備
の
戍
卒
と
し
て
就
役
す
る
兵
役
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た52

。
ま
た
、『
漢
官
儀
』
に
見
え
る
材
官
・
騎

士
・
楼
船
は
、
材
力
優
れ
た
者
が
選
抜
さ
れ
た
専
門
兵
で
、
軍
事
訓
練
を
受
け
、
毎
年
八
月
に
都
試
に
よ
っ
て
考
課
さ
れ
、
五
六
歳
で

免
役
に
な
る
ま
で
継
続
し
て
務
め
た53

。
第
三
章
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
正
の
実
態
は
、屯
戍
に
当
た
る
衛
士
お
よ
び
戍
卒
、

さ
ら
に
材
官
・
騎
士
等
と
も
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
基
本
二
史
料
の
句
読
は
、
正
が
屯
戍
（
衛
士
・
戍
卒
）・

材
官
・
騎
士
な
ど
と
は
別
の
兵
役
義
務
と
理
解
さ
れ
る
句
読
Ⓑ
お
よ
び
ⓑ
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

漢
代
は
兵
農
未
分
離
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
（
浜
口
重
国
一
九
四
〇
）
が
、本
稿
の
考
察
結
果
を
踏
ま
え
る
と
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。
即
ち
、
漢
代
、
軍
事
作
戦
を
遂
行
す
る
専
門
兵
は
、
禁
軍
で
は
期
門
・
羽
林
な
ど
（
浜
口
重
国
一
九
三
九
ａ
・
ｂ
）、
郡
国
で
は
材
官

等
と
し
て
、
民
の
兵
役
と
は
別
に
組
織
さ
れ
て
い
て
、
民
の
兵
役
で
あ
る
正
や
衛
士
・
戍
卒
が
担
当
す
る
の
は
主
に
官
府
や
長
城
な
ど

の
警
備
で
あ
っ
た
。
漢
代
に
は
後
世
の
兵
戸
制
の
よ
う
な
戸
籍
区
分
は
な
い
も
の
の
、
兵
役
と
し
て
の
警
備
業
務
や
徭
役
に
従
事
す
る

者
と
実
戦
部
隊
で
あ
る
専
門
兵
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
は
兵
農
は
分
離
し
て
い
た
。
漢
代
の
兵
農
未
分
離
は
、

民
が
就
く
べ
き
兵
役
が
戦
闘
技
術
不
要
の
正
や
衛
士
・
戍
卒
と
し
て
の
就
役
で
実
質
的
に
徭
役
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
状

況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

漢
王
朝
を
再
興
し
た
光
武
帝
は
、
建
武
六
（
三
〇
）
年
、
郡
国
で
軍
事
を
担
当
す
る
都
尉
を
辺
郡
を
除
い
て
廃
止
、
そ
れ
に
併
せ
て
都

試
も
廃
止
し
、
翌
年
に
は
軽
車
・
材
官
・
騎
士
・
楼
船
士
も
廃
止
し
て
そ
の
任
に
あ
っ
た
者
を
帰
郷
さ
せ
た54

。
材
官
・
騎
士
等
は
郡
国
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常
設
の
専
門
兵
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
材
官
・
騎
士
等
の
廃
止
は
と
り
も
な
お
さ
ず
郡
国
に
常
備
さ
れ
た
専
門
兵
が
存
在
し
な
く
な
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る55

。
後
漢
晩
期
の
人
で
あ
る
応
劭
は
そ
の
後
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
即
ち
、
光
武
帝
に
よ
る
材
官
・
騎
士
等

廃
止
の
結
果
、
統
治
に
不
満
を
抱
く
者
が
反
乱
に
踏
み
切
る
気
持
ち
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た
上
に
、
一
旦
反
乱
が
起
こ
っ
た
ら
、

軍
事
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
民
が
徴
発
さ
れ
鎮
圧
に
動
員
さ
れ
る
た
め
、
常
に
反
乱
軍
に
敗
北
す
る
結
果
と
な
っ
た
、
と56

。

こ
の
材
官
等
の
廃
止
は
、尚
文
偃
武
・
修
徳
安
民
と
い
っ
た
光
武
帝
の
儒
教
的
思
想
に
基
づ
く
英
断
と
も
さ
れ
る
（
浜
口
重
国
一
九
四
三
）

が
、
光
武
帝
が
隗
囂
・
公
孫
述
以
外
の
勢
力
を
全
て
制
圧
し
た
時
点
に
お
い
て
、「
今　

国　

衆
軍
有
り
、
並
び
に
精
勇
多
し
」（『
後
漢

書
』
光
武
帝
紀
下
）
と
配
下
に
充
分
な
精
鋭
部
隊
が
い
る
こ
と
を
理
由
に
敢
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
専
門
兵
で
あ
る
材
官
等
を
擁
し
た

対
抗
勢
力
の
出
現
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

光
武
帝
が
対
抗
勢
力
の
出
現
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
敢
行
し
た
材
官
等
の
原
則
廃
止
は
、
軍
事
訓
練
を
受
け
た
常
備
兵
が
郡
国
に
存

在
し
な
い
状
況
を
作
り
出
し
た
が
、こ
れ
は
予
想
外
に
郡
国
の
治
安
維
持
と
民
衆
の
生
活
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
（
鷹

取
祐
司
二
〇
二
一
）。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
Ｂ
「
中
国
古
代
軍
事
史
の
多
角
的
検
討̶

「
公
認
さ
れ
た
暴
力
」
の

あ
り
か
」（
研
究
代
表
者
宮
宅
潔
、課
題
番
号
一
九
Ｈ
〇
一
三
一
八
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、本
科
研
の
研
究
集
会
（
二
〇
二
一

年
四
月
四
日
）
で
の
予
備
発
表
お
よ
び
本
誌
の
査
読
に
お
い
て
貴
重
な
意
見
を
多
く
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
。
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註
①　

現
時
点
に
お
け
る
そ
の
到
達
点
が
、
宮
宅
潔
二
〇
一
九
で
あ
る
。

②　

応
劭
『
漢
官
儀
』
の
当
該
部
分
は
衛
宏
『
漢
旧
儀
』
に
も
見
え
る
。『
漢
旧
儀
』
は
如
淳
が
引
用
す
る
形
で
『
漢
書
』『
史
記
』
の
注
中
に
見
え
る
が
、

『
漢
官
儀
』
の
当
該
部
分
の
中
間
を
省
略
す
る
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
『
漢
官
儀
』
を
用
い
る
（
先
行
研
究
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
が

『
漢
旧
儀
』
な
ど
で
も
本
稿
で
は
『
漢
官
儀
』
と
表
現
す
る
場
合
が
あ
る
）。
な
お
、『
漢
官
儀
』
と
『
漢
旧
儀
』
の
当
該
部
分
の
文
字
の
異
同
に
つ
い
て
は

重
近
啓
樹
一
九
九
九
を
、『
漢
官
儀
』
と
『
漢
旧
儀
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
佐
藤
達
郎
二
〇
〇
六
を
参
照
。

③　

例
え
ば
、
王
彦
輝
二
〇
一
五
は
、『
漢
官
儀
』
を
「
一
歳
而
以
為
衛
士
、
一
歳
為
材
官
騎
士
」（
後
掲
句
読
ⓐ
）
と
、
董
仲
舒
上
言
を
「
一
歳
屯
戍
、
一

歳
力
役
」（
句
読
Ⓐ
）
と
句
読
し
た
上
で
、
前
者
の
「
一
歳
而
以
為
衛
士
」
は
後
者
の
「
一
歳
屯
戍
」
に
対
応
す
る
も
の
の
、
前
者
の
「
一
歳
為
材
官
騎

士
」
が
後
者
の
「
一
歳
力
役
」
に
直
接
的
に
は
対
応
し
な
い
の
は
、董
仲
舒
上
言
の
叙
述
の
焦
点
は
一
般
的
徭
役
に
、『
漢
官
儀
』
の
そ
れ
は
兵
制
に
在
る

か
ら
で
あ
っ
て
、『
漢
官
儀
』
の
材
官
・
騎
士
は
地
方
兵
役
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
一
歳
為
材
官
騎
士
」
と
「
一
歳
力
役
」
と
の
対
応
を
前
提
に
、

材
官
・
騎
士
を
力
役
に
対
応
す
る
よ
う
に
地
方
兵
役
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

④　
　

  

漢
法
民
二
十
始
傅
〔
注
：
省
略
〕
二
十
三
為
正
卒
〔
注
：
省
略
〕、
自
始
傅
為
更
卒
歳
一
月
、
正
卒
為
衛
士
一
歳
、
材
官
騎
士
一
歳
〔
…
…
仲
舒
所
謂

已
復
為
正
、
謂
二
十
三
歳
後
応
為
衛
士
材
官
者
、
顔
説
以
為
給
中
都
官
者
、
非
也
。
…
…
其
実
漢
人
無
一
歳
屯
戍
一
歳
力
役
之
事
也
〕
戍
辺
歳
三
日

〔
注
：
省
略
〕
五
十
六
免
〔
注
：
省
略
〕（
宋
・
銭
文
子
『
補
漢
兵
志
』）

⑤　

後
漢
光
武
帝
の
頃
の
人
で
あ
る
衛
宏
に
よ
る
秦
代
刑
罰
制
度
の
記
載
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
例
で
あ
る
。

 

　
　

  

秦
制
二
十
爵
。
男
子
賜
爵
一
級
以
上
、
有
罪
以
減
、
年
五
十
六
免
。
無
爵
為
士
伍
、
年
六
十
乃
免
者
、
有
罪
、
各
尽
其
刑
。
凡
有
罪
、
男

鉗
為
城

旦
。
城
旦
者
治
城
也
。
女
為
舂
。
舂
者
治
米
也
。
皆
作
五
歳
。
完
四
歳
。
鬼
薪
三
歳
。
鬼
薪
者
、
男
当
為
祠
祀
鬼
神
、
伐
山
之
薪
蒸
也
。
女
為
白
粲

者
、
以
為
祠
祀
擇
米
也
。
皆
作
三
歳
。
罪
為
司
寇
、
司
寇
男
備
守
、
女
為
作
如
司
寇
。
皆
作
二
歳
。
男
為
戍
罰
作
、
女
為
復
作
。
皆
一
歳
到
三
月
。

令
曰
、
秦
時
爵
大
夫
以
上
、
令
与
亢
礼
。（
衛
宏
『
漢
旧
儀
』）

 

冒
頭
に
「
秦
制
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
刑
罰
制
度
は
秦
制
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
が
、

鉗
城
旦
舂
以
下
の
刑
期
が
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
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に
、
こ
れ
は
文
帝
十
三
年
以
後
の
漢
独
自
の
労
役
刑
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
（
冨
谷
至
一
九
九
八　

一
五
一
頁
）。

⑥　

宮
宅
潔
二
〇
一
八
も
、
董
仲
舒
が
武
帝
時
代
の
制
度
へ
の
批
判
が
体
制
批
判
と
受
け
取
ら
れ
ぬ
よ
う
秦
制
批
判
と
い
う
方
便
を
使
っ
た
だ
け
か
も
し
れ

な
い
と
述
べ
る
。

⑦　

後
述
の
よ
う
に
、
材
官
が
正
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
指
摘
自
体
は
妥
当
で
あ
る
。

⑧　
『
漢
書
』
に
見
え
る
「
又
加
」
の
用
例
で
は
、
①
「
加
」
が
具
体
的
な
事
柄
を
目
的
語
と
し
て
取
り
、
そ
の
事
柄
を
加
え
る
対
象
も
明
示
し
た
「
さ
ら
に

Ａ
を
（
Ｂ
に
）
加
え
る
」
と
い
う
具
体
的
な
行
為
を
表
す
用
法
と
、
②
「
加
」
は
「
加
え
る
」
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
が
、
具
体
的
な
行
為
で
は
な
く
、

累
加
の
意
味
を
表
す
や
や
抽
象
的
な
用
法
と
が
あ
る
。

 

　
　

  

将
軍
已
下
廷
尉
、
使
理
正
之
、
而
又
加
法
於
士
卒
、
二
者
並
行
、
非
仁
聖
之
心
。（『
漢
書
』
巻
六　

武
帝
紀　

元
光
六
年
条
）

 

　
　

  

臣
前
幸
得
以
骨
肉
備
九
卿
、
奉
法
不
謹
、
乃
復
蒙
恩
。
窃
見
災
異
並
起
、
天
地
失
常
、
徴
表
為
国
。
欲
終
不
言
、
念
忠
臣
雖
在

畝
、
猶
不
忘
君
、

惓
惓
之
義
也
。
況
重
以
骨
肉
之
親
、
又
加
以
旧
恩
未
報
乎
。（『
漢
書
』
巻
三
六　

劉
向
伝
）

 

武
帝
紀
の
例
が
①
の
、
劉
向
伝
が
②
の
用
法
で
あ
る
。
劉
向
伝
の
例
は
用
法
①
と
し
て
も
読
め
そ
う
だ
が
、
傍
線
部
の
対
応
か
ら
「
況
ん
や
重
ぬ
る
に
骨

肉
の
親
を
以
て
し
、又
た
加
う
る
に
旧
恩
未
だ
報
ぜ
ざ
る
を
以
て
を
や
」
と
訓
読
し
、「
又
加
」
は
累
加
を
表
す
や
や
抽
象
的
な
用
法
②
と
解
釈
す
る
の
が

適
切
で
あ
る
。

 

　
『
漢
書
』
に
見
え
る
用
法
①
の
例
で
は
「
加
」
の
目
的
語
を
加
え
る
対
象
が
後
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

 

　
　

存
亡
定
危
、
救
敗
継
絶
、
以
安
万
民
、
功
盛
徳
厚
。
又
加
恵
於
諸
侯
王
有
功
者
、
使
得
立
社
稷
。（『
漢
書
』
巻
一
下　

高
帝
紀
下　

五
年
条
）

 

　
　

今
陛
下
既
不
納
天
下
之
言
、
又
加
戮
焉
。（『
漢
書
』
巻
六
七　

梅
福
伝
）

 

高
帝
紀
で
あ
れ
ば
「
於
諸
侯
王
有
功
者
」、
梅
福
伝
で
は
「
焉
」
と
い
う
形
で
、「
加
」
の
目
的
語
を
加
え
る
対
象
が
示
さ
れ
て
い
る
。
董
仲
舒
上
言
の
場

合
、
用
法
①
で
読
も
う
と
す
る
と
「
又
月
を
加
え
て
更
卒
と
為
る
（
す
）」
と
訓
読
す
る
こ
と
に
な
る
が
、「
為
更
卒
」
を
「
加
」
の
目
的
語
「
月
」
が
加

え
ら
れ
る
対
象
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
董
仲
舒
上
言
の
「
又
加
」
は
用
法
②
の
「
さ
ら
に
そ
の
上
に
」
と
い
う
意
味
で
解
釈

す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
如
淳
は
「
又
加
」
が
用
法
②
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
正
し
く
理
解
し
て
省
略
し
た
の
だ
ろ
う
。

⑨　
『
通
典
』
原
注
に
引
用
す
る
『
漢
旧
儀
』
で
は
、
後
半
部
分
の
冒
頭
と
そ
の
直
前
を
「
亦
習
戦
射
。
年
五
十
六
老
衰
」
に
作
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
孫
星
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衍
輯
『
漢
官
六
種
』
に
含
ま
れ
る
『
漢
旧
儀
』
お
よ
び
『
漢
官
旧
儀
』
で
は
、「
民
年
二
十
三
…
…
水
處
為
楼
船
、
亦
習
戦
射
行
船
」
の
部
分
と
、「
年

五
十
六
老
衰
、
乃
得
免
為
庶
民
、
就
田
里
」
を
含
む
部
分
は
、
別
々
の
逸
文
と
し
て
蒐
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
亦
習
戦
射
」
と
「
年
五
十
六
老
衰
」

が
『
通
典
』
の
引
用
の
よ
う
に
直
接
連
続
す
る
『
漢
旧
儀
』
の
逸
文
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
杜
祐
は
如
淳
の
理
解
に
基
づ
い
て
「
年

五
十
六
老
衰
」
直
前
で
文
が
切
れ
る
と
考
え
て
、「
民
年
二
十
三
…
…
水
家
為
楼
船
、亦
習
戦
射
」
の
後
に
「
年
五
十
六
老
衰
…
…
」
を
繋
げ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。

 

　
　

  

中
興
建
武
七
年
、
省
諸
郡
都
尉
、
并
職
太
守
、
無
都
試
之
役
〔
漢
旧
儀
曰
「
民
年
二
十
三
為
正
、
一
歳
以
為
衛
士
、
一
歳
為
材
官
騎
士
、
習
射
御
馳

陣
。
八
月
、
太
守
・
都
尉
・
令
・
長
・
相
・
丞
・
尉
会
都
試
、
課
殿
最
。
水
家
為
楼
船
、
亦
習
戦
射
。
年
五
十
六
老
衰
、
乃
得
免
為
民
、
就
田
。」
今

乃
罷
其
役
。〕（『
通
典
』
巻
三
三　

職
官
十
五　

総
論
郡
佐
・
郡
尉
条
）

⑩　

渡
辺
信
一
郎
一
九
九
二
は
こ
の
部
分
を
「
さ
ら
に
月
を
加
え
て
更
卒
と
し
、
そ
う
し
て
復
た
正
と
な
っ
て
、
一
年
間
屯
戍
す
る
の
で
、
一
年
間
の
力
役

は
、
古
え
の
三
十
倍
に
な
り
、
田
租
・
口
賦
、
塩
鉄
の
利
益
は
古
え
の
二
十
倍
と
な
っ
た
」（
八
七
頁
）
と
解
釈
す
る
が
、
対
句
と
な
る
べ
き
「
一
歳
屯

戍
」
と
「
一
歳
力
役
」
を
並
列
で
は
な
く
、
後
者
を
「
三
十
倍
於
古
」
の
主
語
と
す
る
一
方
で
、
前
者
を
そ
の
理
由
と
し
て
理
解
す
る
の
は
、
文
章
構
造

の
点
か
ら
無
理
の
あ
る
解
釈
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑪　
　

   

以
当
為
更
卒
、
出
銭
三
百
、
謂
之
過
更
。
自
行
為
卒
、
謂
之
踐
更
。
吳
王
欲
得
民
心
、
為
卒
者
顧
其
庸
、
随
時
月
与
平
賈
也
。（『
漢
書
』
巻
三
五　

荊

燕
呉
伝
・
呉
王
濞
伝
服
虔
注
）

⑫　
「
踐
更
」
そ
の
も
の
の
実
態
に
つ
い
て
は
理
解
が
一
定
し
て
い
な
い
。
浜
口
重
国
一
九
三
一
は
「
踐
更
」
を
更
卒
の
当
番
に
服
す
る
こ
と
と
理
解
す
る
の

に
対
し
て
、
渡
辺
信
一
郎
一
九
九
二
は
「
踐
更
」
を
卒
更
の
義
務
遂
行
期
間
に
入
る
こ
と
と
し
、
そ
の
期
間
中
に
本
来
の
実
役
に
就
い
て
こ
の
義
務
を
果

た
す
こ
と
を
「
居
更
」
と
理
解
し
て
い
る
。

⑬　
　

  

律
説
、
卒
踐
更
者
、
居
也
、
居
更
県
中
五
月
乃
更
也
。
後
従
尉
律
、
卒
踐
更
一
月
、
休
十
一
月
也
。（『
漢
書
』
巻
七　

昭
帝
紀　

元
鳳
四
年
条
如
淳

注
所
引
律
説
）

⑭　

前
注
所
掲
律
説
の
「
五
月
乃
更
也
」
は
五
ヶ
月
経
つ
と
踐
更
す
る
と
い
う
意
味
で
、
半
年
に
一
ヶ
月
の
就
役
、
そ
れ
が
後
に
一
年
に
一
ヶ
月
就
役
に
変

更
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
広
瀬
薫
雄
二
〇
一
〇
（
二
九
八
頁
）
参
照
。
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⑮　
　

  

旧
事
、
歳
終
当
饗
遣
衛
士
〔
旧
事
、
衛
士
得
代
帰
者
、
上
親
饗
焉
。
前
書
蓋

饒
伝
曰
「
歳
尽
交
代
、
上
臨
饗
罷
衛
卒
」
是
也
。〕
大
儺
逐
疫
。（『
後

漢
書
』
紀
十
上　

皇
后
紀
上
・
和
熹
鄧
皇
后
）

 

　
　

又
正
月
行
幸
曲
台
、
臨
饗
罷
衛
士
〔
如
淳
曰
「
諸
衛
士
更
尽
得
代
去
、
故
天
子
自
臨
而
饗
之
。」〕（『
漢
書
』
巻
七
六　

王
尊
伝
）

⑯　
　

  
以
陛
下
之
時
、
徙
民
実
辺
、
使
遠
方
無
屯
戍
之
事
、
塞
下
之
民
父
子
相
保
、
亡
係
虜
之
患
、
利
施
後
世
、
名
称
聖
明
、
其
与
秦
之
行
怨
民
、
相
去
遠

矣
。（『
漢
書
』
巻
四
九　

錯
伝
）

⑰　
　

  

衛
尉
、
秦
官
、
掌
宮
門
衛
屯
兵
〔
師
古
曰
「
漢
旧
儀
云
、
衛
尉
寺
在
宮
内
。
胡
広
云
、
主
宮
闕
之
門
内
衛
士
、
於
周
垣
下
為
区
廬
。
区
廬
者
、
若
今

之
仗
宿
屋
矣
。」〕（『
漢
書
』
巻
一
九
上　

百
官
公
卿
表
上
）

⑱　
　

  

後
人
有
告
相
賊
殺
不
辜
、
事
下
有
司
。
河
南
卒
戍
中
都
官
者
二
三
千
人
、
遮
大
将
軍
、
自
言
願
復
留
作
一
年
以
贖
太
守
罪
。（『
漢
書
』
巻
七
四　

魏

相
伝
）

⑲　
　

諸
侯
吏
卒
異
時
故
繇
使
屯
戍
過
秦
中
、
秦
中
吏
卒
遇
之
多
無
状
。（『
史
記
』
巻
七　

項
羽
本
紀
）。

 

な
お
、「
過
」
に
は
「
訪
れ
る
」
の
他
に
も
「
通
過
す
る
」
の
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
の
「
諸
侯
吏
卒
」
は
旧
六
国
人
で
、「
秦
中
」
は
山
東
の
人
が
関
中
を

指
す
語
な
の
で
、
こ
れ
は
旧
六
国
の
吏
卒
が
「
繇
使
屯
戍
」
し
た
際
の
こ
と
を
指
す
。
秦
の
関
中
は
旧
六
国
に
対
し
て
西
に
位
置
し
、
所
謂
中
国
の
西
端

で
あ
る
か
ら
、「
秦
中
」
を
通
過
し
て
さ
ら
に
西
に
行
き
「
繇
使
屯
戍
」
し
た
と
い
う
状
況
は
考
え
に
く
い
。
従
っ
て
、「
過
」
は
「
訪
れ
る
」
の
意
味
で
、

「
繇
使
屯
戍
」
の
た
め
に
秦
の
関
中
を
訪
れ
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

 

　
　

如
淳
曰
「
時
山
東
人
謂
関
中
為
秦
中
」（『
史
記
』
巻
八　

高
祖
本
紀
『
集
解
』
所
引
如
淳
注
）

⑳　

渡
辺
信
一
郎
一
九
九
二
は
「
繇
使
」
を
車
牛
等
を
用
い
た
穀
物
な
ど
の
長
距
離
輸
送
労
働
と
す
る
が
、次
掲
の
『
漢
書
』
蓋
寛
饒
伝
と
二
年
律
令
で
「
繇

使
」
し
て
い
る
の
は
吏
な
の
で
、「
繇
使
」
は
民
の
徭
役
と
し
て
の
物
資
輸
送
に
限
ら
れ
な
い
。
蓋
寛
饒
伝
で
は
各
地
の
郡
国
か
ら
、『
新
書
』
で
は
淮
南

郡
か
ら
「
繇
使
」
し
て
長
安
へ
来
て
い
る
し
、二
年
律
令
で
は
「
帰
休
䌛
使
」
す
る
際
に
津
関
の
通
過
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
す
る
と
、

「
繇
使
」
は
業
務
の
た
め
の
長
距
離
移
動
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
渡
辺
信
一
郎
一
九
九
二
が
立
論
の
根
拠
と
す
る
二
年
律
令
四
一
一
〜
四
一
五
の
「
繇

使
」
も
業
務
の
た
め
の
長
距
離
移
動
と
解
釈
し
て
問
題
無
い
。

 

　
　

  （
蓋
寛
饒
）
擢
為
司
隸
校
尉
、
刺
挙
無
所
迴
避
、
小
大
輒
挙
、
所
劾
奏
衆
多
、
廷
尉
処
其
法
、
半
用
半
不
用
、
公
卿
貴
戚
及
郡
国
吏
繇
使
至
長
安
、
皆
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恐
懼
莫
敢
犯
禁
〔
師
古
曰
「
繇
読
与
傜
同
、
供
傜
役
及
為
使
而
来
者
。」〕、
京
師
為
清
。（『
漢
書
』
巻
七
七　

蓋
寛
饒
伝
）。

 
　
　

  

夫
淮
南
窳
民
貧
郷
也
、
繇
使
長
安
者
、
自
悉
以
補
、
行
中
道
而
衣
行
勝
已
羸
弊
矣
。（『
新
書
』
属
遠
）

 

　
　

  
十
五
、
相
国
、
御
史
請
郎
騎
家
在
関
外
、
騎
馬
節
死
、
得
買
馬
関
中
人
一
匹
以
補
。
郎
中
為
致
告
買
所
県
道
、
県
道
官
聴
、
為
質
告
居
県
、
受
数
而

籍
書
馬
職
物
歯
高
、
上
郎
中
。
節
帰
休
、
䌛
使
、
郎
中
為
伝
出
津
関
。
馬
死
、
死
所
県
道
官
診
上
。（
以
下
略
） 

二
年
律
令
五
一
三
〜
五
一
五

 

な
お
、『
漢
書
』
は
当
該
部
分
を
「
異
時
諸
侯
吏
卒
徭
役
屯
戍
過
秦
中
」
に
作
っ
て
お
り
、班
固
は
『
史
記
』
の
「
繇
使
」
を
『
新
書
』
の
用
例
の
よ
う
に

長
距
離
を
移
動
し
て
徭
役
に
従
事
す
る
こ
と
と
理
解
し
た
よ
う
で
あ
る
。

 

　
　

異
時
諸
侯
吏
卒
徭
役
屯
戍
過
秦
中
〔
師
古
曰
「
異
時
猶
言
先
時
也
。
秦
中
、
関
中
秦
地
也
。」〕
秦
中
遇
之
多
亡
状
。（『
漢
書
』
巻
三
一　

項
籍
伝
）

㉑　
　

高
祖
常
繇
咸
陽
、
縦
観
、
観
秦
皇
帝
、
喟
然
太
息
曰
「
嗟
乎
、
大
丈
夫
当
如
此
也
。」（『
史
記
』
巻
八　

高
祖
本
紀
）

㉒　

山
田
勝
芳
一
九
九
三
も
、
董
仲
舒
上
言
の
「
屯
戍
」
が
長
城
警
備
の
戍
卒
と
衛
尉
配
下
の
衛
士
を
含
め
て
言
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

㉓　

伊
藤
徳
男
一
九
五
九
お
よ
び
重
近
啓
樹
一
九
八
六
も
そ
の
理
解
を
継
承
す
る
。

㉔　

谷
永
伝
の
「
闕
更
減
賦
」
は
、
渡
辺
信
一
郎
一
九
九
二
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
闕
減
更
賦
」
の
こ
と
で
、
更
賦
は
田
租
・
芻
稿
の
穀
物
賦
課
に
対
す
る

過
更
銭
・
口
賦
・
算
賦
の
銭
だ
て
賦
課
の
総
称
で
あ
る
。

㉕　
　

令
戍
卒
歳
更
。（『
史
記
』
巻
二
二　

漢
興
以
来
将
相
名
臣
年
表　

高
后
五
年
条
）

 

　
　

律
説
、
戍
辺
一
歳
当
罷
、
若
有
急
、
当
留
守
六
月
。
今
以
卒
治
河
之
故
、
復
留
六
月
。（『
漢
書
』
巻
二
九　

溝
洫
志　

如
淳
注
所
引
律
説
）

㉖　
　

及
歳
尽
交
代
、
上
臨
饗
罷
衛
卒
、
衛
卒
数
千
人
皆
叩
頭
自
請
、
願
復
留
共
更
一
年
、
以
報

饒
厚
徳
。（『
漢
書
』
巻
七
七　

蓋

饒
伝
）

 

ま
た
注
⑮
所
掲
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
上
・
和
熹
鄧
皇
后
。

㉗　

こ
の
「
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
」
を
「
一
歳
力
役
」
が
包
含
し
て
い
る
と
解
釈
す
れ
ば
、
労
働
力
提
供
と
財
物
提
供
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
を
対
句
的

表
現
と
し
て
理
解
で
き
る
。
先
述
の
よ
う
に
、「
一
歳
力
役
」
は
「
力
役
へ
の
一
年
間
の
就
役
」
と
い
う
意
味
な
の
で
「
月
為
更
卒
」
と
「
已
復
為
正
」
で

合
計
一
年
間
の
就
役
と
な
る
が
、
正
と
し
て
の
就
役
が
十
一
ヶ
月
だ
っ
た
と
い
う
史
料
は
確
認
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
対
句
と
な
る
「
一
歳
屯
戍
、
一
歳

力
役
」
で
後
者
の
み
が
先
行
す
る
「
月
為
更
卒
、
已
復
為
正
」
を
承
け
る
と
い
う
の
も
文
章
構
造
と
し
て
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。
そ
れ
故
、「
月
為
更

卒
、
已
復
為
正
」
を
「
一
歳
力
役
」
が
包
含
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
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㉘　
　

秦
兼
天
下
、
未
皇
暇
也
、
亦
頗
推
五
勝
、
而
自
以
為
獲
水
徳
、
乃
以
十
月
為
正
、
色
上
黑
。（『
漢
書
』
巻
二
一　

律
暦
志
）

 
　
　

  

是
以
君
子
之
行
、
周
而
不
比
、
和
而
不
同
、
以
救
過
為
正
、
以
匡
惡
為
忠
。
経
曰
「
将
順
其
美
、
匡
救
其
惡
、
則
上
下
和
睦
能
相
親
也
。（『
後
漢
書
』

伝
七
〇
下　

文
苑
伝
下
・
劉
梁
伝
）

 

前
者
の
「
為
正
」
は
「
正
月
と
す
る
」、
後
者
は
「
正
し
い
と
す
る
」
の
意
味
。

㉙　

こ
の
他
、
張
景
碑
で
は
徭
役
兵
役
制
度
と
関
わ
る
形
で
「
郷
正
」
と
い
う
表
現
が
、
魯
陽
都
郷
正
衛
弾
碑
と
『
礼
記
』
王
制
疏
所
引
鄭
玄
『
駁
五
経
異

義
』
で
は
「
正
衛
」
と
い
う
表
現
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
。

㉚　

四
九
六
頁
注
三
。
さ
ら
に
、『
漢
旧
儀
』
の
「
乃
得
免
為
庶
民
、
就
田
里
。
民
応
令
選
為
亭
長
」
の
傍
線
を
附
し
た
「
民
」
も
ま
た
衍
字
と
す
る
。
浜
口

は
こ
の
部
分
を
「
乃
得
免
為
庶
民
、就
田
里
民
。
応
令
選
為
亭
長
」
と
句
読
し
た
た
め
「
民
」
が
あ
る
と
文
意
を
通
じ
な
い
と
考
え
た
よ
う
だ
が
、「
材
官

楼
船
年
五
十
六
老
衰
、
乃
得
免
為
庶
民
、
就
田
里
。
民
応
令
選
為
亭
長
。」
と
句
読
し
、「
乃
得
免
為
庶
民
、
就
田
里
」
の
主
語
を
材
官
・
楼
船
と
解
釈
す

れ
ば
、
逆
に
、
こ
こ
に
「
民
」
字
が
無
い
と
文
意
が
通
ら
な
い
。

㉛　

孫
星
衍
輯
『
漢
官
六
種
』
所
収
『
漢
旧
儀
』
が
「
当
兵
行
長
史
領
」
に
作
る
の
に
従
い
「
史
」
字
を
補
っ
た
。

32　

衛
尉
の
率
い
る
南
軍
の
兵
士
（
こ
れ
が
『
漢
官
儀
』
の
衛
士
に
当
た
る
）
は
全
国
の
郡
国
か
ら
、
中
尉
の
率
い
る
北
軍
の
兵
士
は
内
史
管
内
で
徴
発
さ

れ
た
民
が
そ
れ
ぞ
れ
番
上
し
た
も
の
（
浜
口
重
国
一
九
三
九
ｂ
）
な
の
で
、
前
漢
時
代
の
南
北
軍
に
つ
い
て
は
軍
事
訓
練
は
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
後
漢
時
代
の
北
軍
は
、
屯
騎
・
越
騎
・
歩
兵
・
長
水
・
射
聲
校
尉
の
五
営
の
軍
で
（
浜
口
重
国
一
九
三
九
ａ
）、
専
門
兵
と
し
て
軍
事
訓
練
を

受
け
て
い
た
に
違
い
な
く
、
そ
の
た
め
、
班
固
は
前
漢
時
代
の
南
北
軍
も
軍
事
訓
練
を
受
け
て
い
た
と
誤
解
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

33　

大
庭
脩
一
九
五
二
は
、
材
官
等
が
一
般
人
の
中
か
ら
材
力
あ
る
者
を
選
抜
し
て
編
成
さ
れ
た
専
門
兵
で
あ
る
こ
と
を
夙
に
指
摘
す
る
。

34　

董
仲
舒
上
言
に
附
せ
ら
れ
た
顔
師
古
注
に
は
「
正
卒
、
謂
給
中
都
官
者
也
」
と
あ
る
の
で
、
顔
師
古
は
正
を
宮
城
で
勤
務
す
る
正
卒
と
考
え
て
い
た
よ

う
で
あ
る
が
、
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

35　

鄭
傑
祥
一
九
六
三
、
永
田
英
正
編
一
九
九
四
。

36　
　

  

崔
琰
字
季
珪
、
清
河
東
武
城
人
也
。
少
樸
訥
、
好
擊
剣
、
尚
武
事
。
年
二
十
三
、
郷
移
為
正
、
始
感
激
、
読
論
語
・
韓
詩
。
至
年
二
十
九
、
乃
結
公

孫
方
等
就
鄭
玄
受
学
。（『
三
国
志
』
卷
一
二　

崔
琰
伝
）
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な
お
、
崔
琰
伝
の
「
感
激
」
は
、『
三
国
志
』
巻
三
五
諸
葛
亮
伝
注
所
引
『
魏
略
』
に
、
他
人
の
た
め
に
仇
討
ち
し
て
捕
え
ら
れ
柱
に
縛
り
付
け
ら
れ
た

の
を
仲
間
に
救
出
さ
れ
た
徐
庶
が
「
於
是
感
激
、
棄
其
刀
戟
、
更
疎
巾
單
衣
、
折
節
學
問
」
と
あ
る
例
を
踏
ま
え
る
と
、「
発
奮
す
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
意

味
だ
ろ
う
。

37　

永
田
英
正
編
一
九
九
四
は
「
調
発
」
を
財
貨
の
強
制
的
取
り
立
て
と
す
る
（
本
文
編
一
〇
四
頁
注
）。
典
籍
史
料
に
み
え
る
「
調
発
」
は
確
か
に
財
貨
を

目
的
語
に
取
る
例
が
多
い
が
、張
景
碑
で
は
こ
の
後
に
財
貨
徴
収
を
意
味
す
る
「
賦
斂
」
と
い
う
語
が
あ
り
意
味
が
重
複
す
る
こ
と
か
ら
、「
調
発
十
四
郷

正
」
は
「
十
四
郷
の
正
を
動
員
し
た
」
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。「
調
発
」
が
人
の
動
員
を
意
味
す
る
例
は
次
掲
の
『
三
国
志
』
に
見
え
る
。

 

　
　

丞
相
諸
葛
亮
連
年
出
軍
、
調
発
諸
郡
、
多
不
相
救
、
乂
募
取
兵
五
千
人
詣
亮
、
慰
喻
検
制
、
無
逃
竄
者
。（『
三
国
志
』
巻
三
九　

呂
乂
伝
）

38　
　

  

府
告
宛
。
男
子
張
景
記
言
、
府
南
門
外
勧
農
土
牛

／
調
発
十
四
郷
正
、
相
賦
斂
作
治
、
并
土
人
犁
耒
艹

屋
、
功
費
六
七
／
十
万
、
重
労
人
功
、

吏
正
患
苦
。
願
以
家
銭
義
作
土
牛
上
瓦
屋
欄
楯
／
什
物
。
歳
歳
作
治
、
乞
不
為
県
吏
列
長
伍
長
徴
発
小
繇
。
審
如
景
言
、
／
施
行
復
除
、
伝
後
子
孫
、

明
検
匠
所
作
務
、
令
厳
。
事
畢
成
言
。
会
廿

／
府
君
教　

大
守
丞
印　

延
熹
二
年
八
月
十
七
日
甲
申
起

（
張
景
碑
。「
／
」
は
改
行
）

39　
『
隸
釋
』
巻
五
、
兪
偉
超
一
九
八
八
、
永
田
英
正
編
一
九
九
四
。

40　

許
敬
参
一
九
三
六
、
兪
偉
超
一
九
八
八
。

41　

渡
辺
信
一
郎
一
九
九
三
は
、
こ
の
「
更
賤
」
を
『
続
漢
書
』
輿
服
志
下
に
見
え
る
「
賤
更
小
史
」
と
す
る
が
、
劉
熊
が
「
正
弾
」
と
「
門
更
」
を
設
置

し
役
の
均
一
化
を
図
っ
た
こ
と
を
顕
彰
す
る
劉
熊
碑
と
、
同
じ
く
正
衛
弾
を
設
置
し
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
の
魯
陽
都
郷
正
衛
弾
碑
に
は
と
も
に
「
正
」
と

「
更
」
が
対
比
さ
れ
る
形
で
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、魯
陽
都
郷
正
衛
弾
碑
の
「
更
賤
」
は
劉
熊
碑
の
「
更
」
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、そ
の

「
更
」
は
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
更
卒
の
徭
役
を
指
す
。

42　
「
吏
卒
追
逐
者
」
は
張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
四
九
四
〜
四
九
五
に
、「
津
関
吏
卒
、
吏
卒
乗
塞
者
」
は
二
年
律
令
五
〇
六
＋
五
〇
七
＋
五
一
〇
＋
五
一
一

に
見
え
る
。

43　
「
廷
門
卒
」
は2010CW

J1

③:167-1

＋167-2

／
三
三
三
＋
三
三
四
に
、「
駅
卒
」
は2010CW

J1

③:281-5A
B

に
、「
亭
卒
」
は2010CW

J1

③:264-21

／
八
六
七
に
見
え
る
。

44　

山
田
勝
芳
一
九
九
三
は
、
鄭
玄
注
を
根
拠
に
衛
士
と
正
衛
を
同
じ
よ
う
な
存
在
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
。
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45　
　

  

郷
大
夫
之
職
各
掌
其
郷
之
政
教
禁
令
。
正
月
之
吉
、
受
教

于
司
徒
。
退
而
頒
之
于
其
郷
吏
、
使
各
以
教
其
所
治
。
以
攷
其
徳
行
、
察
其
道
藝
。
以

歳
時
登
其
夫
家
之
衆
寡
、
弁
其
可
任
者
。
国
中
自
七
尺
以
及
六
十
、
野
自
六
尺
以
及
六
十
有
五
、
皆
征
之
。
其
舍
者
、
国
中
貴
者
、
賢
者
、
能
者
、

服
公
事
者
、
老
者
、
疾
者
、
皆
舍
。（『
周
礼
』
地
官
司
徒
・
郷
大
夫
）

46　
　

  
惟
王
建
国
、
弁
方
正
位
、
体
国
経
野
、
設
官
分
職
、
以
為
民
極
。
乃
立
天
官
冢
宰
、
使
帥
其
属
而
掌
邦
治
、
以
佐
王
均
邦
国
。
治
官
之
属
、
大
宰
卿

一
人
、
小
宰
中
大
夫
二
人
、
宰
夫
下
大
夫
四
人
、
上
士
八
人
、
中
士
十
有
六
人
、
旅
下
士
三
十
有
二
人
、
府
六
人
、
史
十
有
二
人
、
胥
十
有
二
人
、

徒
百
有
二
十
人
。〔
注
〕
此
民
給
徭
役
者
、
若
今
衛
士
矣
。
胥
読
如

、
謂
其
有
才
知
為
什
長
。（『
周
礼
』
天
官
冢
宰
）

47　
　

  

令
五
家
為
比
、
使
之
相
保
。
五
比
為
閭
、
使
之
相
受
。
四
閭
為
族
、
使
之
相
葬
。
五
族
為
党
、
使
之
相
救
。
五
党
為
州
、
使
之
相
賙
。
五
州
為
郷
、

使
之
相
賓
。〔
注
〕
閭
二
十
五
家
、
族
百
家
、
党
五
百
家
、
州
二
千
五
百
家
、
郷
万
二
千
五
百
家
。（『
周
礼
』
地
官
司
徒
・
大
司
徒
）

48　
　

  

県
令
長
、
皆
秦
官
、
掌
治
其
県
。
万
戸
以
上
為
令
、
秩
千
石
至
六
百
石
。
減
万
戸
為
長
、
秩
五
百
石
至
三
百
石
。（『
漢
書
』
巻
十
九
上　

百
官
公
卿

表
上
）

49　

本
文
所
掲
の
酸
棗
令
劉
熊
碑
は
陳
留
郡
、
魯
陽
都
郷
正
衛
弾
碑
は
南
陽
郡
に
存
す
る
。
こ
の
他
に
、
都
郷
正
衛
弾
碑
（『
隸
釈
』
巻
一
五
）
は
潁
川
郡
、

南
陽
都
郷
正
衛
弾
勧
碑
（『
水
経
注
』
巻
二
九　

比
水
条
）
と
南
陽
都
郷
正
衛
為
（
弾
？
）
碑
（『
水
経
注
』
巻
三
一　

滍
水
条
）
は
南
陽
郡
に
存
す
る
。

山
田
勝
芳
一
九
九
三
、
重
近
啓
樹
一
九
九
九
参
照
。

50　

都
郷
正
衛
弾
碑
は
中
平
二
（
一
八
五
）
年
、
魯
陽
都
郷
正
衛
弾
碑
は
後
漢
末
、
酸
棗
令
劉
熊
碑
は
黄
巾
の
乱
以
後
の
時
期
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
兪
偉

超
一
九
八
八
）。

51　

正
の
理
解
が
本
稿
と
は
異
な
る
も
の
の
、
山
田
勝
芳
一
九
九
三
は
、
本
来
兵
役
負
担
者
で
あ
る
正
が
実
際
は
徭
役
に
服
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
、

渡
辺
信
一
郎
一
九
九
三
は
、
出
行
す
る
官
長
の
導
従
や
と
り
つ
ぎ
・
遣
い
走
り
・
官
府
の
警
護
を
担
当
す
る
賤
更
小
史
を
担
っ
た
の
は
正
で
あ
っ
た
と
述

べ
る
。

52　

従
来
の
議
論
で
は
衛
士
や
騎
士
が
専
門
兵
か
否
か
に
関
わ
っ
て
士
・
卒
の
区
別
も
問
題
と
さ
れ
た
（
米
田
賢
次
郎
一
九
五
七
、
西
村
元
佑
一
九
五
八
な

ど
）。
本
稿
の
考
察
結
果
で
は
、
衛
士
と
戍
卒
は
同
じ
く
民
が
屯
戍
と
し
て
勤
め
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
片
や
「
士
」、
片
や
「
卒
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に

な
る
。
衛
士
が
「
士
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
任
期
終
了
時
に
慰
労
の
宴
会
が
開
か
れ
て
い
た
（
注
⑮
所
引
『
後
漢
書
』
和
熹
鄧
皇
后
紀
、『
漢
書
』
王
尊
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伝
、
注
㉖
所
引
『
漢
書
』
蓋

饒
伝
参
照
）
こ
と
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
宮
城
警
備
と
い
う
名
誉
あ
る
業
務
に
就
く
者
で
あ
っ
た
た
め
に
敬
意
を
込
め

て
衛
士
と
呼
ば
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
士
・
卒
と
い
う
呼
称
が
兵
士
と
し
て
の
身
分
や
役
割
に
応
じ
て
厳
密
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

53　
『
漢
官
儀
』
の
記
載
で
は
、
都
試
は
材
官
と
騎
士
に
つ
い
て
、
五
六
歳
免
役
は
材
官
と
楼
船
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
本
文
前
掲

『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
注
所
引
『
漢
官
儀
』
に
「
平
地
用
車
騎
、
山
阻
用
材
官
、
水
泉
用
楼
船
」
と
あ
る
よ
う
に
、
材
官
・
騎
士
・
楼
船
は
こ
れ
ら
が
配
備

さ
れ
る
郡
国
の
地
形
条
件
に
よ
っ
て
そ
の
種
類
が
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
選
抜
や
就
役
に
つ
い
て
制
度
上
の
違
い
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
、
都
試
と
五
六
歳
免
役
は
材
官
・
騎
士
・
楼
船
に
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

54　
　

  

是
歳
、
初
罷
郡
国
都
尉
官
。（『
後
漢
書
』
紀
一
下　

光
武
帝
紀
下
建
武
六
年
条
）

 

　
　

三
月
丁
酉
、
詔
曰
「
今
国
有
衆
軍
、
並
多
精
勇
、
宜
且
罷
軽
車
・
騎
士
・
材
官
・
楼
船
士
及
軍
仮
吏
、
令
還
復
民
伍
。（
同
建
武
七
年
条
）

55　

湖
南
省
の
張
家
界
古
人
堤
遺
址
出
土
の
後
漢
時
代
の
簡
牘
に
は
「
某
士
」
と
い
う
専
門
兵
を
想
起
さ
せ
る
記
載
が
あ
る
（
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
・

中
国
文
物
研
究
所
二
〇
〇
三
ａ
、
同
ｂ
）。

 

　
　

充
長
之
印

 

　
　

兵
曹
抹
猛
使
福
以
郵
行

 

　
　

永
元
元
年
十
二
月
廿
日
辛
丑
起
廷　
　
　
　
（
Ａ
）

 

　
　

□
中
右
部
士
卌
人　

伏
波
卅
四
人 

 

　
　

剽
騎
士
卌
人　
　
　

城
中
左
部
卅
六
人

 

　
　

黃
弩
卅
三
人

 

　
　

雁
門
士
五
十
三
人

 

　
　

中
部
士
卅
四
人

 

　
　

揚
武
士
卅
四
人

 

　
　

武
威
士
卅
六
人

 

　
　

惟
管
卅
三
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｂ
）
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魏
斌
二
〇
一
四
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
見
え
る
「
伏
波
士
」「
揚
武
士
」「
武
威
士
」
は
建
武
二
三
〜
二
五
年
の
武
陵
蛮
討
伐
に
関
連
し
て
設
置
さ

れ
た
軍
営
に
所
属
す
る
兵
士
だ
ろ
う
。
後
漢
時
代
、
光
武
帝
に
よ
る
材
官
・
騎
士
等
廃
止
後
も
、
黎
陽
営
の
よ
う
な
特
殊
常
設
軍
営
は
設
置
さ
れ
て
お
り

（
小
林
聡
一
九
九
一
）、
こ
こ
に
見
え
る
「
伏
波
士
」
な
ど
も
そ
の
よ
う
な
特
殊
常
設
営
所
属
兵
士
と
思
わ
れ
る
。

56　
　

  
蓋
天
生
五
材
、
民
並
用
之
、
廢
一
不
可
、
誰
能
去
兵
。
兵
之
設
尚
矣
。
…
…
自
郡
国
罷
材
官
騎
士
之
後
、
官
無
警
備
、
実
啓
寇
心
。
一
方
有
難
、
三

面
救
之
、
発
興
雷
震
、
煙
蒸
電
激
、
一
切
取
弁
、
黔
首
囂
然
。
不
及
講
其
射
御
、
用
其
戒
誓
、
一
旦
駆
之
以
即
強
敵
、
猶
鳩
鵲
捕
鷹

、
豚
羊
弋
豺

虎
、
是
以
每
戦
常
負
、
王
旅
不
振
。（『
続
漢
書
』
百
官
志
五
州
郡
条
注
所
引
応
劭
『
漢
官
』）

 

同
様
の
指
摘
は
後
漢
時
代
の
他
の
著
作
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
佐
藤
達
郎
二
〇
二
一
参
照
。

【
引
用
文
献
一
覧
】

〔
日
文
〕

伊
藤
徳
男
一
九
五
九　

：「
漢
代
の
徭
役
制
度
に
つ
い
て

―
董
仲
舒
上
言
と
『
漢
旧
儀
』
と
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
古
代
学
』
八
ー
二
）

大
庭
脩
一
九
五
二　
　

：「
材
官
攷

―
漢
代
の
兵
制
の
一
班
に
つ
い
て

―
」（『
龍
谷
史
壇
』
三
六
）

大
庭
脩
一
九
九
二　
　

：「
地
湾
出
土
の
騎
士
簡
冊
」（
同
『
漢
簡
研
究
』
同
朋
舎
出
版
）

越
智
重
明
一
九
七
六　

：「
前
漢
時
代
の
徭
役
に
つ
い
て
」（『
法
制
史
研
究
』
二
五
）

小
林
聡
一
九
九
一　
　

：「
後
漢
の
軍
事
組
織
に
関
す
る
一
考
察
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
九
）

佐
藤
達
郎
二
〇
〇
六　

：「
応
劭
『
漢
官
儀
』
の
編
纂
」（
同
『
漢
六
朝
時
代
の
制
度
と
文
化
・
社
会
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
〇
二
一　

所
収
）

佐
藤
達
郎
二
〇
二
一　

：「
後
漢
時
代
の
軍
事
思
想
に
関
す
る
管
見
」（『
関
西
学
院
史
学
』
四
八
）

重
近
啓
樹
一
九
八
六　

：「
兵
制
の
研
究

―
地
方
常
備
軍
制
を
中
心
に

―
」（
同
『
秦
漢
税
役
体
系
の
研
究
』
汲
古
書
院　

一
九
九
九　

所
収
）

重
近
啓
樹
一
九
九
九　

：「
兵
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
同
前
掲
書
所
収
）

志
野
敏
夫
一
九
九
五　

：「
漢
の
都
試

―
材
官
・
騎
士
に
つ
い
て
の
再
検
討

―
」（『
東
方
学
』
八
九
）

鷹
取
祐
司
二
〇
一
七　

：「
肩
水
金
関
遺
址
出
土
の
通
行
証
」（
鷹
取
祐
司
編
『
古
代
中
世
東
ア
ジ
ア
の
関
所
と
交
通
制
度
』
立
命
館
大
学
）
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鷹
取
祐
司
二
〇
一
八　

：  「
漢
代
長
城
警
備
体
制
の
変
容
」（
宮
宅
潔
編
『
多
民
族
社
会
の
軍
事
統
治　

出
土
史
料
が
語
る
中
国
古
代
』
京
都
大
学
学
術
出
版

会
）

鷹
取
祐
司
二
〇
二
一　

：  「
漢
帝
国
の
黄
昏

―
前
漢
か
ら
後
漢
へ
」（
冨
谷
至
責
任
編
集
『
岩
波
講
座　

世
界
歴
史
』
第
五
巻
「
中
華
世
界
の
盛
衰　

〜
4

世
紀
」
岩
波
書
店　

二
〇
二
一
年
十
一
月
刊
行
予
定
）

髙
村
武
幸
二
〇
〇
四　

  

：「
漢
代
の
材
官
・
騎
士
の
身
分
と
官
吏
任
用
資
格
」（
同
『
漢
代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社
会
』
汲
古
書
院　

二
〇
〇
八　

所
収
）

冨
谷
至
一
九
九
八　
　

：『
秦
漢
刑
罰
制
度
の
研
究
』（
同
朋
舎
）

永
田
英
正
編
一
九
九
四
：『
漢
代
石
刻
集
成
』（
同
朋
舎
出
版
）

西
田
太
一
郎
一
九
五
〇
：「
漢
の
正
卒
に
つ
い
て
」（『
東
洋
の
文
化
と
社
会
』
一
）

西
田
太
一
郎
一
九
五
五
：「
漢
の
正
卒
に
関
す
る
諸
問
題
」（『
東
方
学
』
一
〇
）

西
村
元
佑
一
九
五
八　

：「
漢
代
の
騎
士

―
士
・
卒
の
問
題
に
関
連
し
て

―
」（『
龍
谷
史
壇
』
四
四
）

浜
口
重
国
一
九
三
一　

：「
踐
更
と
過
更

―
如
淳
説
の
批
判

―
」（
同
『
秦
漢
隋
唐
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
六
六　

所
収
）

浜
口
重
国
一
九
三
四　

：「
秦
漢
時
代
の
徭
役
労
働
に
関
す
る
一
問
題
」（
同
前
掲
書
所
収
）

浜
口
重
国
一
九
三
九
ａ
：「
前
漢
の
南
北
軍
に
就
い
て
」（
同
前
掲
書
所
収
）

浜
口
重
国
一
九
三
九
ｂ
：「
両
漢
の
中
央
諸
軍
に
就
い
て
」（
同
前
掲
書
所
収
）

浜
口
重
国
一
九
四
〇　

：「
後
漢
末
・
曹
操
時
代
に
於
け
る
兵
民
の
分
離
に
就
い
て
」（
同
前
掲
書
所
収
）

浜
口
重
国
一
九
四
三　

：「
光
武
帝
の
軍
備
縮
小
と
そ
の
影
響
」（
同
前
掲
書
所
収
）

広
瀬
薫
雄
二
〇
一
〇　

：『
秦
漢
律
令
研
究
』（
汲
古
書
院
）

藤
枝
晃
一
九
五
五　
　

：「
長
城
の
ま
も
り

―
河
西
地
方
出
土
の
漢
代
木
簡
の
内
容
の
概
観

―
」（『
自
然
と
文
化
』
別
篇
二
）

宮
宅
潔
二
〇
一
八　
　

：「
秦
代
徴
兵
制
度
研
究
の
現
在

―
基
本
史
料
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」（『
歴
史
と
地
理
』
七
一
六
「
世
界
史
の
研
究
」
二
五
六
）

宮
宅
潔
二
〇
一
九　
　

：「
秦
代
徭
役
・
兵
役
制
度
の
再
検
討
」（『
東
方
学
報　

京
都
』
九
四
）

籾
山
明
一
九
八
六　
　

：「
漢
代
結

習
俗
考
」（『
島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要　

文
学
科
編
』
九
）
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山
田
勝
芳
一
九
九
三　

：「
徭
役
・
兵
役
」（
同
『
秦
漢
財
政
収
入
の
研
究
』
汲
古
書
院
）

吉
田
虎
雄
一
九
四
二　

：『
両
漢
租
税
の
研
究
』（
大
阪
屋
號
書
店
）

米
田
賢
次
郎
一
九
五
七
：「
漢
代
徭
役
日
数
に
関
す
る
一
試
論

―
特
に
『
三
十
倍
於
古
』
に
つ
い
て

―
」（『
東
方
学
報　

京
都
』
二
七
）

渡
辺
信
一
郎
一
九
九
二
：  「
漢
代
更
卒
制
度
の
再
検
討

―
服
虔
・
浜
口
説
批
判

―
」（
同
『
中
国
古
代
の
財
政
と
国
家
』
汲
古
書
院　

二
〇
一
〇　

所
収
）

渡
辺
信
一
郎
一
九
九
三
：「
漢
魯
陽
正
衛
弾
碑
小
考
」（
同
前
掲
書
所
収
）

渡
辺
信
一
郎
二
〇
〇
一
：「
漢
代
国
家
の
社
会
的
労
働
編
成
」（
同
前
掲
書
所
収
）

〔
中
文
〕

陳
偉
二
〇
一
〇　

：  「
也
談
董
仲
舒
上
言
”又
加
“
句
的
解
読
問
題
」（
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
・
日
本
東
方
学
会
・
大
東
文
化
大
学
編
『
中
日
学
者

中
国
古
代
史
論
壇
文
集
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、〔
簡
帛
網
〕http://w

w
w
.bsm

.org.cn/show
_article.php?id=1282

）

韓
連
琪
一
九
五
六
：「
漢
代
的
田
租
口
賦
和
繇
役
」（『
文
史
哲
』
一
九
五
六
―
七
）

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
・
中
国
文
物
研
究
所
二
〇
〇
三
ａ
：「
湖
南
張
家
界
古
人
堤
遺
址
出
土
簡
牘
概
述
」（『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
三
―
二
）

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
・
中
国
文
物
研
究
所
二
〇
〇
三
ｂ
：「
湖
南
張
家
界
古
人
堤
簡
牘
釈
文
与
簡
注
」（『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
三
―
二
）

労
榦
一
九
四
八　

：「
漢
代
兵
制
及
漢
簡
中
的
兵
制
」（
同
『
労
榦
学
術
論
文
集
甲
編
』
芸
文
印
書
館　

一
九
七
六　

所
収
）

劉
鳴
二
〇
二
〇　

：「
両
漢
的
都
試
与
秋
射
」（

文
玲
・
戴
衛
紅
主
編
『
簡
帛
研
究
二
〇
一
九
（
秋
冬
巻
）』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
）

銭
釗
夫
一
九
八
二
：「
試
論
秦
漢
的
”正
卒
“
徭
役
」（『
中
国
史
研
究
』
一
九
八
二
―
三
）

孫
聞
博
二
〇
一
五
：  「
秦
及
漢
初
”徭
“
的
内
涵
与
組
織
管
理

―
兼
論
”月
為
更
卒
“
的
性
質
」（
同
『
秦
漢
軍
制
演
変
史
稿
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社　

二
〇
一
六　

所
収
）

王
毓
銓
一
九
八
二
：「《
漢
書
・
食
貨
志
》
”一
歳
力
役
“
為
句
非
是
」（『
文
史
』
第
十
三
輯　

一
九
八
二
）

王
彦
輝
二
〇
一
五
：「
秦
漢
時
期
的
徭
役
兵
役
制
度
」（
同
『
秦
漢
戸
籍
管
理
与
賦
役
制
度
研
究
』
中
華
書
局　

二
〇
一
六　

所
収
）

魏
斌
二
〇
一
四　

：「
古
人
堤
簡
牘
与
東
漢
武
陵
蛮
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
八
五
本
第
一
分
）

許
敬
参
一
九
三
六
：「
魯
山
県
新
出
二
石
記
」（『
考
古
社
刊
』
四
）
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楊
振
紅
二
〇
一
〇
：  「
徭
・
戍
為
秦
漢
正
卒
基
本
義
務

―
更
卒
之
役
不
是
”徭
“

―
」（
同
『
出
土
簡
牘
与
秦
漢
社
会
（
続
編
）』
広
西
師
範
大
学
出
版

社　

二
〇
一
五　

所
収
）

于
豪
亮
・
李
均
明
一
九
八
一
：「
秦
簡
所
反
映
的
軍
事
制
度
」（
中
華
書
局
編
輯
部
編
『
雲
夢
秦
簡
研
究
』
中
華
書
局
）

兪
偉
超
一
九
八
八
：『
中
国
古
代
公
社
組
織
的
考
察

―
論
先
秦
両
漢
的
”単
―

―
弾
“』（
文
物
出
版
社
）

張
金
光
二
〇
〇
四
：「
論
秦
徭
役
制
中
的
幾
個
法
定
概
念
」（『
山
東
大
学
学
報
』
二
〇
〇
四
―
三
）

鄭
傑
祥
一
九
六
三
：「
南
陽
新
出
土
的
東
漢
張
景
造
土
牛
碑
」（『
文
物
』
一
九
六
三
―
一
一
）

 

（
本
学
文
学
部
教
授
）




